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各務原市の概況 

本市は、市北部に連なる丘陵地帯、南部に大河木曽川、その間を東部に大安寺川、西

部に新境川が流れる楕円形の地勢で、人々が住むに最適の環境にあります。 

また、濃尾平野の北部、岐阜県の南部に位置し、平成 16年 11月には、羽島郡川島町と

の合併により面積 87.81k ㎡、人口約 15万人を持つ都市となりました。 

隣接する関市との境に連なる各務原アルプスと呼ばれる市北部の丘陵地帯は、濃尾平

野の北端に位置し、広く木曽川から伊勢湾に及ぶ雄大な眺望を誇ります。また、古来、

地域に豊かな恵みをもたらす母なる川、木曽川に育まれてきた各務原台地や扇状地など

では豊かな地下水に恵まれ、人々の生活を潤すとともに多様な自然が四季折々美しく風

景を彩ります。 

また本市は、中部都市圏の中心の名古屋市へ 30km、岐阜市へ 8km圏内に位置し、東海

北陸自動車道・岐阜各務原インターチェンジを介して名古屋まで約 30 分、富山方面へ

約 2 時間 30 分とアクセスに優れています。また、東西に JR 高山本線、名鉄各務原線、

国道 21号が走るほか、南北に主要地方道江南関線が通り基幹交通網を形成しています。 

  

（令和 6年 4月 1日現在） 

総人口 ： 144,451人 

（男） ：  71,417人 

（女） ：  73,034人 

世帯数 ： 62,727 世帯 

 

 



2 

（１）行政機構と事務分掌（令和６年４月１日現在） 

 

市民生活部環境室 

環境政策課 

環境政策係 

環境に関する施策の総合企画及び調整に関する

こと 

ごみ処理の事業計画その他ごみに関すること 

ごみの減量に関すること 

リサイクルの推進に関すること 

廃棄物の不法投棄等の処理及び指導に関するこ

と 

北清掃センターとの連絡調整に関すること 

環境衛生係 

食品、麻薬等の公衆衛生思想の普及、啓発及び

指導に関すること 

そ族、昆虫等の駆除及びその指導に関すること 

し尿処理の事業計画その他し尿等に関すること 

浄化槽設置整備補助金に関すること 

畜犬登録に関すること 

火葬場の管理に関すること 

市営墓地の使用許可及び管理並びにその他の墓

地の指導に関すること 

墓地、火葬場の経営許可に関すること 

クリーンセンターとの連絡調整に関すること 

動物愛護に関すること 

環境保全係 

自然の保全に関すること 

公害の苦情処理に関すること 

公害対策の連絡調整に関すること 

公害防止の普及に関すること 

地球温暖化防止対策に関すること 

悪臭、騒音及び振動の規制及び指導並びに騒音

規制法（昭和 43年法律第 98号）等に基づく届

出に関すること 

自然公園法（昭和 32年法律第 161 号）に基づ

く届出に関すること 

北清掃センター 業務係 
廃棄物を適正に処理するための施設の運営及び

管理に関する事務 

クリーンセンター 業務係 
廃棄物を適正に処理するための施設の運営及び

管理に関する事務 
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（２）市民生活部環境室人員配置状況（令和６年４月１日現在） 

 

市民生活部環境室（環境室長他５５名） 

 

① 環境政策課（２１名） 

室長（環境政策課長事務取扱） 

１名 

  環 境 政 策 係 長 

１名 

  係員 

３名     

                    

               会計年度任用職員 

５名                

                    

         課長補佐兼環境衛生係長 

１名 

  係員 ６名 

           

                    

               会計年度任用職員 

１名                

                    

         主任主査兼環境保全係長 

１名 

  係員 ２名 

           

 

② 北清掃センター（２５名） 

所長 

１名 

  技術専門官 

1名 

       

         

                    

         主任主査兼業務係長 

１名 

  係員 

 ８名            

                    

               会計年度任用職員 

１４名                

                    

 

③ クリーンセンター（９名） 

所長 

１名 

  主任主査兼業務係長 

１名 

  係員 

５名     

                    

               会計年度任用職員 

２名                
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（３）市民生活部環境室令和５年度決算 

  

各務原市の令和５年度一般会計の決算額は、歳入が 66,455,136 千円、歳出が

62,770,655千円でした。 

 一般会計の内、環境室の決算額は、歳入が 810,019千円、歳出が 4,314,605 千円でし

た。内訳は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国庫補助

533,230 

県補助

33,146 

委託金

304 

雑入

123,576 

使用料

24,565 

手数料

95,195 

令和５年度環境室歳入決算額【810,019千円】

塵芥処理費

4,015,246 

し尿処理費

97,694 

火葬場墓地費

102,416 
環境総務費

7,838 

環境保全費

91,413 

令和５年度環境室歳出決算額【4,314,605千円】
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（４）市民生活部環境室令和６年度予算 

 

 各務原市の令和６年度の一般会計予算額は、636.5億円です。 

 一般会計の内、市民生活部環境室の予算額は、歳入 705,795千円、歳出が 4,047,246

千円です。内訳は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国庫補助

469,220 

県補助

42,005 

委託金

324 

雑入

67,176 

使用料

19,487 

手数料

107,583 

令和６年度環境室歳入予算額【705,795千円】

塵芥処理費

3,695,774 

し尿処理費

121,150 

火葬場墓地費

130,339 

環境総務費

1,446 
環境保全費

98,537 

令和６年度環境室歳出予算額【4,047,246千円】
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（５）総合計画目標及び実績 

 

事業の進捗状況 

 基本項目 ２０２３年度実績 
目 標 

２０２４年度末 

総合計画 

環境教室等の参加者数（年間） ２，０３８人 ３，２００人 

一人１日当たりのごみ焼却量 ６９１ｇ ７１０ｇ以下 

汚水衛生処理率 ９２．５％ ９４．１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本項目 ２０２３年度実績 
目 標 

２０２７年度末 

環境基本計画 リサイクル率 ２７．０％ ３０．０％ 



7 

第Ⅰ編 環境保全 

第１章 環境保全施策の総合的推進 

第１節 第２次各務原市環境基本計画の推進 

１．計画の概要 

（１）計画の期間 

2018年度～2027年度 

（２）基本理念 

みんなで未来につなげる美しい各務原 

（３）総合的な目標 

①環境教室などへの参加者数 

2027年度までに年間 3,300人達成（2016年度より 335人増） 

2,965人（2016年度）→3,300人（2027年度） 

②リサイクル率 

2027年度までに 30％達成（2016年度比 1.6ポイント増） 

28.4％（2016年度）→30.0％（2027年度） 

③ごみ焼却量※ごみ焼却量は北清掃センターで焼却する量 

2027年度までに 5％削減（2016年度比） 

39,780ｔ（2016年度）→37,790ｔ（2027年度） 

④汚水衛生処理率 

2027年度までに 96.0％達成（2016年度比 6.9ポイント増） 

89.1％（2016年度）→96.0％（2027年度） 

（４）基本方針 

A．環境を考え行動する人づくり 

B．資源を大切に暮らすまちづくり 

C．自然と共生するまちづくり 

（５）環境行動計画 

図１－１－１ 基本方針、行動目標の体系 

基本方針 行動目標 

  
方針 A 

環境を考え 

行動する人づくり 

A1 子どもが環境について学べる機会をつくろう 

A2 大人が環境について学べる機会をつくろう 

A3 環境に対する意識を高め、行動に移そう 

A4 一緒に活動する仲間を増やし、活動を促進しよう 

  
方針 B 

資源を大切に暮らす

まちづくり 

 

B1 ごみを出さない生活を実践しよう（リデュース） 

B2 製品の再使用を促進しよう（リユース） 

B3 資源のリサイクルを促進しよう（リサイクル） 

B4 適切にごみを排出しよう 

 



8 

基本方針 行動目標 

  
方針 C 

自然と共生するまち

づくり 

C1 自然とふれ合う機会や場所を増やそう 

C2 地球温暖化防止を推進しよう 

C3 生活環境と生物多様性を保全しよう 

 

２．達成状況（行政の取り組み） 

行政が行っていく事業・施策の進捗状況は、各担当課の評価をもとに、事務局で評

価方法（表１－１－１）に基づき評価しました。 

 

表１－１－１ 行政が行っていく事業・施策の評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１－２ 各行動目標の達成状況 

 

 

 

評価 進行状況 

S 事業完了 

A 十分できている 

B ややできている 

C あまりできていない 

D 当該年度対象事業なし 

－ 評価不可（雨天等により事業中止など） 
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基本方針Ａ1　子どもが環境について学べる機会をつくろう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A1 1
子ども向
け環境教
材の提供

環境を楽しく学習できるウェブサイ
ト「環境まなびサイト」のデータを
更新する。

サイト内にある、「各務原の自然がいっぱ
い」を修正・更新した。

B
環境政策

課

A1 2
こども環
境賞

教育委員会が実施する「科学作品
展」の出展作品のうち、環境をテー
マとした優秀な作品を表彰する。

教育委員会が実施する「科学作品展」のう
ち、環境をテーマとした優秀な5作品を表彰
した。

A
環境政策

課

A1 3
各務原市
環境行動
賞

こども環境チャレンジ宣言を募集
し、優秀な作品を表彰する。

こども環境チャレンジ宣言を募集し、優秀な
18作品（優秀賞3作品、奨励賞15作品）を
表彰した。

A
環境政策

課

A1 4
講師の募
集と紹介

「生涯学習登録講師登録制度」によ
り広く講師を募集すると共に、環境
に関する出前講座などを紹介し、啓
発に努める。

ウェブサイトや出前講座冊子、情報誌で制度
の紹介・講師の募集を行った。
「出前講座2023」冊子では、市職員による
環境に関する出前講座5講座、登録講師によ
る環境に関する出前講座として「あなたもエ
コライフ」などを紹介した。

A
いきいき

楽習課

A1 5

総合的な
学習の時
間を活用
した環境
学習の推
進

総合的な学習の時間においては、特
に実践的な場を位置付けて、環境教
育を推進していく。

64％の小中学校において、総合的な学習の時
間に環境学習に取り組んだ。また、社会科や
家庭科などの教科の学習や学級活動、児童会
活動・生徒会活動と関連させ、環境に関する
発展的な学習や取組を位置付けている学校も
ある。

A
学校教育

課

A1 6

生徒会主
導による
環境活動
の実施

各小中学校の児童会や生徒会、ふれ
コミ隊を中心に、SDGsと関わらせ
る等、各小中学校で工夫して活動す
る。
活動はHPや通信で地域に周知する。

今年度ボランティア活動歴50回認証達成率
は、小学校79％、中学校69％であり、
SDGsに関わらせた活動を行う学校もある。
通学路や地域のごみ拾いを児童生徒が主体と
なって行う中で、社会貢献力の育成にも注力
した。活動内容は、各小中学校のHPや通信で
地域に広めている。

A
学校教育

課

A1 7

学校が実
施する環
境事業へ
の支援

「学校経営予算」「児童生徒のため
の予算」により、学校が計画する環
境に関する事業への取組みを支援す
る。予算総額のうち、環境行動にい
くら費やすかは、各学校の裁量によ
る。

8校より環境に関する事業の取組の計画が申
請され、交付金を交付した。

A
教育委員

会総務課

A1 8
学校の食
育の推進

望ましい食習慣を身につけるため、
「給食だより」を発行し、学校と家
庭が連携して取り組む。また、６月
の食育月間、毎月19日の食育の日に
は、「食」について関心を高めるよ
う啓発する。年間を通して、行事食
や郷土料理を提供し、地産地消や食
文化を伝える。

毎月の「食育の日」や「学校給食週間」等を
活用して、児童生徒に食に対する正しい知識
と望ましい食習慣などを伝える取組みを行っ
た。

A
学校教育

課

事業番号
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基本方針Ａ2　大人が環境について学べる機会をつくろう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A2 1
環境講座
の開催

各務野自然遺産の森において、自然
環境教育に関する講座を休日に開催
する。

自然体験塾講座として、「バードウオッチン
グ」や「昆虫おもしろ楽習」など全27講座実
施した。

A
いきいき

楽習課

A2 1
環境講座
の開催

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

後期長期講座「竹細工～六つ目編みのかごづ
くり～」全5回・6人受講。後期長期講座「ボ
タニカルアート入門　～植物を描こう～」全
10回・8人受講。
短期講座「子どもといっしょに蘇原まちさん
ぽ」全1回・7人受講。短期講座「各務原の野
鳥を知ろう」全2回・12人受講。短期講座
「ハーブでこころもからだも温かく～オリジ
ナルのバスハーブを作りましょう～」全1
回・8人受講。

A

中央ライ
フデザイ

ンセン
ター

A2 1
環境講座
の開催

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

前期長期講座「身近な岐阜の植物・各務原の
植物」全5回・20人受講。身近に存在する植
物について、座学と岐阜県博物館の見学で学
ぶ講座を実施した。
前期長期講座「ぷち自給自足生活に挑戦！は
じめての家庭菜園」全5回・15人受講。JA
ぎふ職員から栽培方法を伝授していただき、
種まき、苗植え、栽培管理、収穫を体験する
講座を実施した。
前期長期講座「自然観察さんぽ～身近なエコ
ツーリズム～」全５回・20人受講。身近な自
然とふれあい、歩きながら、大地、野生動
物、樹木、草、鳥、昆虫など幅広く観察し学
ぶ体験型講座を実施した。
後期長期講座「各務原アルプスと各務原の地
質」全6回・20人受講。各務原アルプスのな
りたちや、身近な場所の地質を座学と見学で
学ぶ講座を実施した。
ハイカレッジ各務原西「地球温暖化 気候変動
による影響」全1回・35人受講。ハイカレッ
ジの１講座として、岐阜県地球温暖化防止活
動推進センター職員から講義を受けた。

A
西ライフ
デザイン

センター

A2 1
環境講座
の開催

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

前期長期講座「自然から学ぶ　ミツバチ講
座」を全6回で、12名受講。前期長期講座
「淡水生物豆博士　アクア・マイスターにな
ろう」を全10回で、10名受講。短期講座
「歩いて知る木曽川の自然」を全1回で、13
名受講。短期講座「てくてく歩こう！秋のか
さだ広場で自然観察」を全1回で、7名受講。

A

川島ライ
フデザイ

ンセン
ター

A2 1
環境講座
の開催

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

長期講座「春から夏に楽しむ～里山自然ハイ
キング～」5回で延べ70名参加。長期講座
「秋～早春の面白ネイチャーウォーク」６回
で延べ９０名参加。長期講座「冬から早春に
楽しむ～里山自然ハイキング～」５回で延べ
８０名参加。短期講座「バードコールを作っ
て伊木山で野鳥と会話してみよう」2回で延
べ30名参加。短期講座「鵜沼・犬山の歴史を
聞きながら楽しく早春ウォーク！」2回で延
べ30名参加。

A
東ライフ

デザイン
センター

事業番号
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基本方針Ａ2　大人が環境について学べる機会をつくろう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A2 2
親子環境
学習

親子環境学習会として、オオキンケ
イギク等の（特定）外来生物が環境
にあたえる影響の体験学習を実施す
る。

5月13日に生物多様性環境学習としてオオキ
ンケイギクの抜き取り体験を実施する予定で
あったが、雨天のため中止となった。

－
環境政策

課

A2 2
親子環境
教室

親子環境教室を開催し、「メカホッ
パー教室」などの環境教室や環境講
演会を通じて、親子で環境について
学習する機会を提供する。

６月2４日に「ソーラーライト教室」を含む3
教室を開催し環境についての啓発を行った。
（参加者合計７０名）また、環境講演会を実
施した。（参加者合計1０４名）

A
環境政策

課

A2 3

環境を
テーマと
した図書
の展示

環境・エコをテーマに企画展示を実
施する。

「SDG'sにトライ！展」と称し、いくつか
テーマを絞り展示を実施。SDG'sを理解する
のに役立つ本を絵本・児童書を中心に展示。
【展示期間・展示冊数】
・4/8～5/11
　環境・生き物編：５３冊
・5/13～6/11
　資源編：４０冊
・6/17～7/16
　いえ、まち、しごと編：５３冊
・7/21～8/27
　生活のもと編：２９冊

A
中央図書

館

A2 4

講師の募
集と紹介
※A1-4
再掲

「生涯学習登録講師登録制度」によ
り広く講師を募集すると共に、環境
に関する出前講座などを紹介し、啓
発に努める。

ウェブサイトや出前講座冊子、情報誌で制度
の紹介・講師の募集を行った。
「出前講座2023」冊子では、市職員による
環境に関する出前講座5講座、登録講師によ
る環境に関する出前講座として「あなたもエ
コライフ」などを紹介した。

A
いきいき
楽習課

基本方針Ａ3　環境に対する意識を高め、行動に移そう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A3 1

環境講座
の開催
※A2-1
再掲

各務野自然遺産の森において、自然
環境教育に関する講座を休日に開催
する。

自然体験塾講座として、「バードウオッチン
グ」や「昆虫おもしろ楽習」など全27講座実
施した。

A
いきいき
楽習課

A3 1

環境講座
の開催
※A2-1
再掲

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

後期長期講座「竹細工～六つ目編みのかごづ
くり～」全5回・6人受講。後期長期講座「ボ
タニカルアート入門　～植物を描こう～」全
10回・8人受講。
短期講座「子どもといっしょに蘇原まちさん
ぽ」全1回・7人受講。短期講座「各務原の野
鳥を知ろう」全2回・12人受講。短期講座
「ハーブでこころもからだも温かく～オリジ
ナルのバスハーブを作りましょう～」全1
回・8人受講。

A

中央ライ

フデザイ
ンセン

ター

事業番号

事業番号
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基本方針Ａ3　環境に対する意識を高め、行動に移そう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A3 1

環境講座
の開催
※A2-1
再掲

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

前期長期講座「身近な岐阜の植物・各務原の
植物」全5回・20人受講。身近に存在する植
物について、座学と岐阜県博物館の見学で学
ぶ講座を実施した。
前期長期講座「ぷち自給自足生活に挑戦！は
じめての家庭菜園」全5回・15人受講。JA
ぎふ職員から栽培方法を伝授していただき、
種まき、苗植え、栽培管理、収穫を体験する
講座を実施した。
前期長期講座「自然観察さんぽ～身近なエコ
ツーリズム～」全５回・20人受講。身近な自
然とふれあい、歩きながら、大地、野生動
物、樹木、草、鳥、昆虫など幅広く観察し学
ぶ体験型講座を実施した。
後期長期講座「各務原アルプスと各務原の地
質」全6回・20人受講。各務原アルプスのな
りたちや、身近な場所の地質を座学と見学で
学ぶ講座を実施した。
ハイカレッジ各務原西「地球温暖化 気候変動
による影響」全1回・35人受講。ハイカレッ
ジの１講座として、岐阜県地球温暖化防止活
動推進センター職員から講義を受けた。

A
西ライフ

デザイン

センター

A3 1

環境講座
の開催
※A2-1
再掲

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

前期長期講座「自然から学ぶ　ミツバチ講
座」を全6回で、12名受講。前期長期講座
「淡水生物豆博士　アクア・マイスターにな
ろう」を全10回で、10名受講。短期講座
「歩いて知る木曽川の自然」を全1回で、13
名受講。短期講座「てくてく歩こう！秋のか
さだ広場で自然観察」を全1回で、7名受講。

A

川島ライ

フデザイ

ンセン

ター

A3 1

環境講座
の開催
※A2-1
再掲

生涯学習講座の中で自然環境教育に
関する講座を開催する。

長期講座「春から夏に楽しむ～里山自然ハイ
キング～」5回で延べ70名参加。長期講座
「秋～早春の面白ネイチャーウォーク」６回
で延べ９０名参加。長期講座「冬から早春に
楽しむ～里山自然ハイキング～」５回で延べ
８０名参加。短期講座「バードコールを作っ
て伊木山で野鳥と会話してみよう」2回で延
べ30名参加。短期講座「鵜沼・犬山の歴史を
聞きながら楽しく早春ウォーク！」2回で延
べ30名参加。

A
東ライフ

デザイン

センター

A3 2
こども環
境教室

次世代を担うこどもたちに、環境や
自然の大切さを学ぶ機会として「こ
ども環境教室」（水辺の環境、水生
生物、地球環境の3教室）を開催す
る。また、産業・農業祭において
LEDの普及啓発活動を行う。

7月17日、24日に水辺の環境教室、水生生
物の教室、地球環境教室を開催した。（参加
者合計63名）また、11月18日の産業・農業
祭においてLEDの普及活動を行った。

A
環境政策

課

A3 3
環境月間
パネル展
示

環境月間（6月）に、市の環境活動
に関するパネルを展示し、市民に対
して啓発を行う。

環境月間ではないタイミングに、市の環境へ
の取組に関する啓発をする機会が多くあった
ため、その際にパネル展示を行った。

B
環境政策

課

事業番号
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基本方針Ａ3　環境に対する意識を高め、行動に移そう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A3 4

口座振替
支払通知
書による
３Ｒ推進
啓発

口座振替支払通知書の封筒に３Ｒ推
進のキャッチコピーや実践可能な活
動のＰＲを印刷し、市からの支払相
手方に郵送する。

令和５年度口座振替支払通知書発送件数：
34,170件

A 会計課

A3 5

環境を
テーマと
した図書
の展示
※A2-3
再掲

環境・エコをテーマに企画展示を実
施する。

「SDG'sにトライ！展」と称し、いくつか
テーマを絞り展示を実施。SDG'sを理解する
のに役立つ本を絵本・児童書を中心に展示。
【展示期間・展示冊数】
・4/8～5/11
　環境・生き物編：５３冊
・5/13～6/11
　資源編：４０冊
・6/17～7/16
　いえ、まち、しごと編：５３冊
・7/21～8/27
　生活のもと編：２９冊

A
中央図書

館

A3 6

市の環境
活動のわ
かりやす
い広報

市広報紙、ウェブサイトなどに、市
の環境活動をわかりやすく取りまと
めたものを掲載し、市の取り組みを
紹介する。

市の環境への取組を広報紙や環境報告書など
で、わかりやすく情報提供した。

A
環境政策

課

A3 7

懸垂幕を
利用した
環境保全
の啓発

年２回、６月と１２月に１カ月間、
産業文化センターサイン塔に懸垂幕
を掲揚して、環境保全の啓発を行
う。

6月と12月に１か月間、産業文化センターサ
イン塔に懸垂幕を展示し、環境保全の啓発を
行った。

A
環境政策

課

A3 8
美しいま
ちづくり
の推進

美しいまちづくり条例に基づき、市
街地、主要道路沿線などに環境美化
監視員を配置し、美しいまちづくり
を推進する。また、市広報紙によっ
て美しいまちづくり啓発用看板の配
布や空き地の適正管理について周
知、啓発を行う。

環境美化監視員（自治会選出５0名、PTA選
出１7名）と連携して市内の巡回活動を実施
するなど、環境美化活動ができた。また、市
広報紙によって美しいまちづくり啓発用看板
の配布や空き地の適正管理について周知、啓
発を行った。

A
環境政策

課

A3 8
美しいま
ちづくり
の推進

犬の糞放置防止を啓発する看板を製
作。市民からの要望に応じて配付
し、飼い主のマナー向上を図る。
必要に応じて広報紙や回覧文書を活
用し、正しい犬の飼い方を周知す
る。

犬などのペットの糞放置防止を啓発する看板
を製作。市民からの要望に応じて配布し、飼
い犬のマナー向上を図った（啓発看板131枚
配布）。

A
環境政策

課

A3 9
環境美化
監視員の
活動支援

環境美化監視員からの連絡や活動報
告に基づき、市の関係機関と連携し
て監視員の活動を支援する。また、
活動報告会を開催し、互いの活動内
容を報告していただくことで、他の
監視員の活動内容を知る機会を提供
する。

1月17日と1月24日に活動報告会を開催し、
他の監視員の活動内容を知る機会を提供し
た。

A
環境政策

課

A3 10

環境保全
の取組に
おいて優
秀なもの
への表彰

岐阜県において実施される都市景観
大賞について、広く市民にPRする。

市HP掲載や都市計画課窓口でのパンフレット
配布により周知を行った。

B
都市計画

課

事業番号



14 

 

 

基本方針Ａ3　環境に対する意識を高め、行動に移そう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A3 12

環境に配
慮した建
設工事の
推進

「各務原市における環境に配慮した
建設工事の推進に関する要綱」に基
づき、対象となる建設工事の特記仕
様書に環境配慮事項を明記するとと
もに、請負業者に「環境配慮実施状
況報告書」を提出させることで環境
に配慮した施行方法の実施、廃棄物
の発生抑制及び適正処理、再生材等
の利用を促進するなど、建設工事に
おける環境負荷の低減を図る。

建設工事を所管する部署において、要綱を踏
まえた特記仕様書の作成など、請負業者に対
し環境負荷を低減する取組みを義務付けて評
定を実施した。

A
企画政策

課

基本方針Ａ4　一緒に活動する仲間を増やし、活動を促進しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

A4 1

環境活動
グループ
の交流の
場の確
保・情報
提供

各務原市生活学校の活動を核に、省
エネルギーや水環境問題等への理解
を深め、美しく暮らしやすい都市づ
くりに向けた活動を支援する。

「エコ小物づくり」「廃油を使用した石鹸づ
くり」など環境をテーマにした活動を行い、
その活動を産業・農業祭、パネル展にて紹介
啓発を行った。また、フードドライブを実施
し食品ロスの削減に貢献した。

A
まちづく
り推進課

A4 2
環境市民
会議の開
催

各務原市環境市民会議を開催し、環
境基本計画に係る実行計画の実施報
告を行う。

計4回開催し、環境施策の進捗状況の確認・
本市の環境・各務原市地球温暖化対策地域推
進計画改定についての意見交換を行った。

A
環境政策

課

基本方針B1　ごみを出さない生活を実践しよう（リデュース）

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B1 1

ごみの発
生抑制の
啓発と仕
組みづく
り

出前講座などを通じて市民や事業者
へごみの発生抑制や減量についての
情報を発信する。

蘇原中学校、桜が丘中学校、朝日町寿会シニ
アクラブ、ボランタリーハウス大牧いきいき
サロンにて出前講座を行った。また、動画を
作成し、YouTubeで配信することで、ごみ
減量の啓発活動を実施した。

A
環境政策

課

B1 2
3Rの分か
りやすい
啓発

各種環境政策課参加イベント等で3R
についての啓発活動を行う。

環境政策課主催のイベントや市ウェブサイト
を活用して啓発を行った。

A
環境政策

課

B1 3
窓口用封
筒の配布
の抑制

手数料の会計時に会計窓口におい
て、ごみ減量へ理解を得るための声
掛けを行い、窓口用封筒の配布を控
える。

本年度も窓口封筒の使用機会の多いマイナン
バーカード受取りのお客様が多かったため、
前年度と同程度の配布をしている。お悔やみ
コーナーの運用も開始したが、窓口封筒は証
明書発行等は必要な方だけお持ち帰りいただ
いており、そちらでの配布数は減少してい
る。

B 市民課

B1 4

マイ水
筒・マイ
箸・マイ
カップの
使用の推
奨

環境月間（６月）などの機会を捉
え、庁内掲示板等を通じて職員へ周
知する。

環境の日に合わせ、マイ水道・マイ箸・マイ
カップの利用について職員へ啓発を行った。

B 人事課

事業番号

事業番号

事業番号
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基本方針B1　ごみを出さない生活を実践しよう（リデュース）

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B1 5
印刷・コ
ピー部数
の削減

コピー使用枚数について、課ごとに
目標値を設定し、使用枚数の削減を
図る。また、両面コピー、ツーアッ
プの活用などコピー方法の工夫によ
る使用枚数の削減を推進する。

過去５年間の実績枚数の３％削減を目標に設
定して啓発を図り、達成することができた。
【令和5年度実績】
目標値：1,960,900枚
実績値：1,726,357枚

A 総務課

B1 6

レジ袋削
減実施店
舗の情報
提供

レジ袋有料化実施店舗の情報を収
集・提供することにより、市民のマ
イバッグ利用を促し、レジ袋削減に
努る。また、レジ袋有料化実施店舗
の辞退率を調査し、公表すること
で、市民の関心と取組意欲を高め
る。

レジ袋辞退率を調査し、環境報告書で公表し
た。（レジ袋辞退率87.9％）

A
環境政策

課

B1 7
生ごみの
水切りの
啓発

生ごみの水切りを啓発することで生
ごみの減量を推進する。

広報紙及び市ウェブサイトにて、啓発を実施
した。

A
環境政策

課

B1 8
食品ロス
削減の啓
発

食品ロス削減を啓発することで生ご
みの減量を推進する。

広報紙及び市ウェブサイトにて、啓発を実施
した。また、アピタ各務原店およびイオン
モール各務原にて啓発イベントを行った。

A
環境政策

課

基本方針B2　製品の再使用を促進しよう（リユース）

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B2 1
不用品交
換銀行の
実施

家庭おいて不用となった家庭用品の
うちまだ使用できる物品について、
情報収集及び登録を行い、当該物品
を必要とする市民に情報を提供す
る。

毎月15日号広報紙やウェブサイトで不用品交
換銀行の情報を市民に提供した。
成立件数：69件

A
環境政策

課

B2 2
撤去看板
の再利用

道路パトロールや市民ボランティア
団体（ビューレンジャー）等の協力
により、違反簡易屋外広告物を除去
するとともに、各種イベントなどで
の再利用を図る。

違反広告物として簡易除却を行って保管期限を過

ぎたカラーコーン等を再利用することができた。
B

建築指導

課

B2 3
建設発生
土の抑制

建設工事の掘削土砂の削減と現場内
利用を図る。
他の公共事業間で相互利用を図る。

他課と工事間流用を行った。 A
都市計画

課

B2 3
建設発生
土の抑制

発注工事で発生する残土について、
部課内等で工事間流用を図り、建設
発生土の削減・再利用に努める。

手力石山地区急傾斜地崩壊対策工事から発生
した残土（約200㎥）を蘇北396号線、各
378号線道路改良工事などへ流用した。

A 道路課

B2 4

水道管路
の更新に
おける廃
棄材料の
削減

水道管路の更新にあたり、仮設配管
材料（年間約15,000ｍ使用）を４
回使用することで、廃棄材料を削減
する。

水道管路の更新にあたり、仮設配管延長約
19,733mについて、仮設材料を4回使用と
し、廃棄材料を削減した。

A
水道施設

課

基本方針B3　資源のリサイクルを促進しよう（リサイクル）

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B3 1
リサイク
ル施設見
学の支援

小学生の見学などを通じて、リサイ
クル施設をPRする。

小学生の見学などを通じて、リサイクル施設
をPRする。

A
北清掃セ
ンター

事業番号

事業番号

事業番号
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基本方針B3　資源のリサイクルを促進しよう（リサイクル）

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B3 3
公文書の
リサイク
ル

保存期間が満了等した全ての保存文
書から、事前に再利用できるバイン
ダー、クリップ、ファイリングボッ
クスなどを抜き出し、残りの紙類
は、全て一斉廃棄により溶解処理す
る。

年2回の文書廃棄の際、バインダー等再利用
可能なものは取り外すよう周知し、物品を再
利用することができた。
【溶解処理量】
  4月：約37.2トン
12月：約17.0トン　　計54.2トン

A 総務課

B3 4

古紙回収
拠点の積
極的活用
と情報提
供

市内の古紙回収拠点の情報を広く市
民に提供することにより、積極的な
活用を図る。

3月15日号広報紙と一緒に、全世帯に「古紙
回収ステーション一覧」を配布した。また、
市ウェブサイトにおいて啓発を行った。

A
環境政策

課

B3 5

緑ごみの
燃料とし
ての有効
活用

公共施設等から発生する緑ごみをバ
イオマス燃料などとして再資源化す
る。

A
学校施設

課

B3 5

緑ごみの
燃料とし
ての有効
活用

家庭から排出される緑ごみは市内１
７ヶ所に設置した回収拠点で回収し
た後再資源化施設へ搬入し、市民清
掃に伴って排出される緑ごみについ
ては直接再資源化施設へ搬入する。
それぞれバイオマス燃料として再資
源化する。

A
環境政策

課

B3 6

学校給食
ごみ（食
用油）の
リサイク
ル

学校給食の使用済み食用油をリサイ
クル専門業者に委託し、リサイクル
を実施する。

食用油リサイクル専門業者と契約をし、定期
的に回収をされました。

A
教育委員

会総務課

B3 7
資源集団
回収の奨
励

小中学校のＰＴＡや子ども会などの
資源集団回収団体に対し、奨励金を
交付し、集団回収の促進に努める。

資源集団回収団体に対して回収量に応じ、奨
励金を交付した。
回収量：849.70ｔ

A
環境政策

課

B3 8
焼却熱を
利用した
発電

ごみ焼却によりボイラーで発生した
蒸気を有効利用する。

ごみ焼却によりボイラーで発生した蒸気を有
効利用する。

A
北清掃セ

ンター

B3 9
焼却灰の
リサイク
ル

環境リスクを伴う埋立最終処分より
も、循環型社会に適した手法である
飛灰再資源化を推進する。

環境負荷軽減に資するため、循環型社会に適
した手法である飛灰再資源化を推進した。

A
北清掃セ
ンター

基本方針B4　適切にごみを排出しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B4 1

ごみ出し
ガイド
ブックの
改訂

排出されたごみの分別方法などを解
説したごみ出しガイドブックをより
分かりやすくするため、次回の改訂
版作成に備えて準備する。

「分別一覧表（50音順）」の更新に活用でき
るように、市民等からごみの出し方で問い合
わせのあったものを記録した。

A
環境政策

課

B4 2

事業系ご
みの適正
処理の啓
発

排出事業者による適正排出と資源化
を推進するため、必要に応じて啓発
を行う。

事業系ごみの適正処理に関する相談や、啓発
が必要となる場面はなかった。

D
産業政策

課

事業番号

緑ごみをバイオマス燃料などとして再資源化
した。
緑ごみリサイクル量：4028.94t
　（内訳）
　拠点回収：327.50t
　自治会主催の拠点回収：11.50t
　北清掃センター持込：482.18t
　市の施設：531.61t
　市民清掃：156.67t
　事業系：2519.48t

事業番号
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基本方針B4　適切にごみを排出しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

B4 2

事業系ご
みの適正
処理の指
導

事業活動に伴って排出されるごみ(一
般廃棄物・産業廃棄物）の処理につ
いて、不適正な処理を行っている事
業者に対して適正な方法で処理する
よう指導する。

事業者の排出者責任についてウェブサイトに
掲載している。
また、不適正な処理を行っている事業者に対
し、指導を行った。

A
環境政策

課

B4 3

家庭系ご
みの適正
排出の指
導

家庭から排出される可燃ごみや不燃
ごみを市の定める分別のルールどお
りに排出出来ない市民に対して適正
な指導を行う。

不適正なごみ出しや、ごみ処理を行っている
市民に対し、指導を行った。

A
環境政策

課

B4 4
不法投棄
防止の対
策

不法投棄防止の啓発看板を配付し不
法投棄の防止に努めるとともに、各
務原警察署と連携しパトロールや不
法投棄者の摘発等に努める。

希望者に対し、不法投棄防止の啓発看板を配
布した。また、市内の不法投棄頻繁地域を各
務原警察署生活安全課と合同パトロールを実
施した。

A
環境政策

課

B4 5
ごみの適
正処理

市内から排出される廃棄物の適正な
処理・リサイクルを行い、また、施
設の適正な管理・運営に努め、快適
な市民生活と環境の維持を図る。

市内から排出される廃棄物の適正な処理・リ
サイクルを行い、また、施設の適正な管理・
運営に努め、快適な市民生活と環境の維持を
図る。

A
北清掃セ

ンター

基本方針C1　自然とふれ合う機会や場所を増やそう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C1 1

緑の基本
計画にも
とづく基
盤整備

美しいまちなみの形成に向け、街路
樹の整備に努め、緑のネットワーク
化を進める。

枯れていた街路樹の補植を行った（那378号
線、尾崎中央通り、那816号線など）。

A 道路課

C1 1

緑の基本
計画にも
とづく基
盤整備

公園等における植栽及び樹木の適切
な管理を実施するとともに、グリー
ンインフラの創出を図り、誰もが利
用しやすい魅力のある公園緑地の整
備を進める。

危険な枯枝・枯木の剪定及び倒木処理を実施
した。また清住第２公園、清住第３公園、清
住第４公園のリニューアル整備を行い、魅力
のある公園緑地の整備を行った。

A
河川公園

課

C1 1
各務山の
整備

緑の基本計画の方針に基づき、保全
緑地の確保による緑豊かな土地利用
の誘導を図る。

各務山1工区1期は、進出企業に対し、全体事
業面積の25％以上の緑地面積を確保するよう
指導した。

A
都市活力

創造課

C1 2

活動団
体・グ
ループの
設立や活
動に対す
る支援

パークレンジャー登録団体の支援を
継続する。

令和5年度末66団体1,671名
各団体がそれぞれの活動区域で精力的に活動
を行っている。

A
河川公園

課

C1 2

活動団
体・グ
ループの
設立や活
動に対す
る支援

環境美化活動の日を設け、市内活動
団体による一斉活動を実施する。

環境美化活動の日（６月第３日曜日）に「環
境美化一斉活動」を開催。当日または別日に
市民団体、学校、事業所など14団体、914
名が参加した。

B
環境政策

課

事業番号

事業番号
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基本方針C1　自然とふれ合う機会や場所を増やそう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C1 3

緑ごみの
燃料とし
ての有効
活用
※B3-5
再掲

公共施設等から発生する緑ごみをバ
イオマス燃料などとして再資源化す
る。

A
学校施設

課

C1 3

緑ごみの
燃料とし
ての有効
活用
※B3-5
再掲

家庭から排出される緑ごみは市内１
７ヶ所に設置した回収拠点で回収し
た後再資源化施設へ搬入し、市民清
掃に伴って排出される緑ごみについ
ては直接再資源化施設へ搬入する。
それぞれバイオマス燃料として再資
源化する。

A
環境政策

課

C1 4
緑化率の
向上

開発指導要綱に基づき、接道緑化率
５割、敷地内緑化率１割を超えるよ
う緑化率の向上を図る。

対象全てにおいて左記の緑化率を満たす計画
となるよう指導を行った。

A
都市計画

課

C1 5
道路、河
川の一斉
清掃

８月の道路ふれあい月間において清
掃活動を、また10月第4日曜日を統
一実施日として木曽川河川敷におい
て、市民ボランティア参加による一
斉清掃を実施する。

8月10日（道の日）に行った道路清掃では
1,130㎏、10月21日に行った河川清掃では
150㎏のごみを回収した。

A
建設管理

課

C1 6

活動材料
の提供や
人材育成
支援

市内の各種団体に緑化推進委員会等
の補助を利用した必要な資材等の提
供や、情報提供をする。

市内の各種団体に資機材等の提供や情報提供
をした。
団体等活動実績数　4件

A 農政課

C1 7
森林の整
備

育成天然林整備を地元自治会等の協
力を得て実施する。

育成天然林整備を関係者の協力を得て実施し
た。（５ha）

A 農政課

C1 8
遊休農地
の活用

遊休農地を活用するために、担い手
の育成と利用集積を図る。

農業委員・農地最適化推進委員と共に遊休農
地の調査を行い、農地中間管理機構を通じて
農地の貸借の推進と利用集積に努めた。（担
い手等への集積面積　31.4ha）

B 農政課

基本方針C2　地球温暖化防止を推進しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C2 1
地球温暖
化対策の
推進

地球温暖化対策地域推進計画を推進
し、市民、事業者と協働で地球温暖
化防止活動に取り組む。

地球温暖化対策地域推進計画、地球温暖化対
策実行計画を改定し、取組や目標を整備し
た。
事業者と環境創出協定を締結し、温室効果ガ
スの発生抑制対策に取り組んでいる。
ごみの分別や緑ごみの拠点回収を実施し、焼
却ごみの減量に取り組んだ。

A
環境政策

課

C2 2
優良事業
所の紹介

市内の事業所から排出される一般廃
棄物の資源化、減量化及び環境配慮
に積極的に取り組んでいる事業所の
取組内容を広く周知し、支援を行
う。

優良事業所として認定した事業所の取組内容
をホームページに掲載し、市民等に紹介し
た。

A
環境政策

課

緑ごみをバイオマス燃料などとして再資源化
した。
緑ごみリサイクル量：4028.94t
　（内訳）
　拠点回収：327.50t
　自治会主催の拠点回収：11.50t
　北清掃センター持込：482.18t
　市の施設：531.61t
　市民清掃：156.67t
　事業系：2519.48t

事業番号

事業番号
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基本方針C2　地球温暖化防止を推進しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C2 2

企業の省
エネへの
取り組み
を促進

市内の事業所（主に工場など）への
省エネルギーの具体的な方法・診断
の活用の呼びかけや、国・県や各種
支援機関の省エネルギー投資促進に
向けた支援補助金の周知、案内を行
う。
さらには、国の省エネルギー化に資
する補助金の採択事業者に対し、上
乗せ補助金を交付する。

市内事業所に対し、必要に応じて国・県や各
種支援機関による支援制度や補助制度等の案
内を行うとともに、国の省エネ補助金の採択
事業者に対し、上乗せ補助金を交付した。
また、中小機構と連携して、脱炭素化セミ
ナーを実施した。

A
産業政策

課

C2 2
エコライ
フの啓発

各種イベント等において、エコライ
フについての啓発活動を行う。

各種イベント等においてエコライフについて
の啓発活動を行った。

A
環境政策

課

C2 2

水道水の
ムダ使い
（漏水）
解消

検針の際に宅内漏水が疑われる場合
は、水道使用者に注意喚起と対応を
促す。

検針時に漏水が疑われる場合は、市の指定事業者

一覧表とともに使用者の方へお伝えしている。使
用者の方に直接伝えられない場合は電話連絡を

行っている。
漏水通知（直接伝えた）件数：1,827件
漏水減免申請件数：502件

A
水道総務

課

C2 3
庁舎内電
力消費量
の削減

設備機器の更新時に省エネ機器を採
用し電力使用量の削減を行う。

産業文化センター1、2、3階照明のLED化を
実施し消費電力を削減した。

A 管財課

C2 3

クールビ
ズ、
ウォーム
ビズの推
進および
軽装勤務
の通年実
施

庁内掲示板を通じて職員へ周知す
る。
「クールビズ」「ウォームビズ」へ
の取り組みの推進のほか、軽装勤務
の通年実施（令和５年１1月開始）
について庁内に掲示し、来庁者にも
理解を求める。

職員への周知や来庁者への理解に努めた。 B 人事課

C2 3
本庁舎の
温度管理
の適正化

空調によるエネルギー負荷を減少さ
せるため、本庁舎の設定温度を適正
に保つ。

空調の温度管理を徹底した。また不要な空調
設備の運転が無いよう、運転状況の確認を徹
底した。

A 管財課

C2 3

保育所・
子ども館
での網戸
活用

市内の保育所および子ども館におい
て網戸を活用し、健康に配慮しつ
つ、空気の入れ替えを行う。施設の
改修時には、網戸の設置に努める。

各施設の網戸を活用し、健康に配慮しつつ、
空気の入れ替えを行うことができた。

A
子育て応

援課

C2 3
事務所内
の照明の
LED化

各課署所の照明を通常の蛍光灯から
ＬＥＤのものに換え、消費電力の削
減に努める。事務所のLED化は完了
したため、来年度は車庫等のLED化
を進める。

全庁的にLED化を検討中のため、実施を一時
中断した。

D
消防本部
総務課

C2 3

体育施設
夜間照明
タイマー
の管理

小中学校などの体育施設の夜間照明
灯などをタイマー管理し、不要時の
省エネ化を図る。

管理人が常駐しない市内中学校8校全ての屋
外運動場の夜間照明灯について、照明の消し
忘れ防止のため、利用時間外はタイマーによ
り自動消灯する機能を備えており、省エネ化
を図っている。

A
スポーツ

課

C2 3
体育施設
の照明の
LED化

体育施設照明のLED化を進め、消費
電力の削減を図る。

令和5年度末時点、市内全ての地区体育館お
よび弓道場の照明がLEDとなっている。

A
スポーツ

課

事業番号
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基本方針C2　地球温暖化防止を推進しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C2 4
エコカー
購入の啓
発

各種イベント等において、高燃費効
率や低公害車など環境性能の高い自
動車（エコカー）についての啓発を
行う。

タイヤ空気圧チェックイベント（参加者合計
2０名）において、エコカーについての啓発
を行った。

A
環境政策

課

C2 4

環境に配
慮した公
用車の導
入

公用車の更新時には、必要に応じて
小型貨物から軽自動車への変更を検
討し、併せて電動車や排出ガス及び
燃費性能の優れた環境負荷の少ない
車両に買い替える。

更新車両のうち、小型自動車を軽自動車に変
更したほか、２台の電気自動車を導入し、環
境に配慮した。

A 管財課

C2 4

クリーン
エネル
ギーの活
用促進

各種イベント等において、クリーン
エネルギーの活用についての啓発を
行う。

各種イベント等において、クリーンエネル
ギーの活用についての啓発を行った。

A
環境政策

課

C2 4

クリーン
エネル
ギーの活
用促進

太陽光発電設備設置校（12校）につ
いて、発電状況を児童・生徒等がモ
ニターで確認でき啓発に努めてい
る。

設置した学校の定期点検を実施しました。問
題なく発電できており、クリーンエネルギー
として活用されていることを周知できた。

A
学校施設

課

C2 4

浄配水施
設の更新
における
効率の高
い機器、
制御方法
等の選定

ポンプ、制御盤等の浄配水施設の更
新にあたり、効率の高い機器、制御
方法等を選定し、エネルギー効率の
向上を図る。

三井第二水源地の送水ポンプを高効率モー
タータイプに更新したことにより、電力量を
約12%削減した。

A
水道施設

課

C2 4

公共工事
での省エ
ネ材料の
活用

「各務原市における環境に配慮した
建設工事の推進に関する要綱」に基
づき、グリーン購入対象の建設資材
や再生資材など省エネタイプ製品の
積極的な活用を促進することによ
り、公共工事における環境負荷の低
減を図る。

公共工事を所管する部署において、要綱を踏
まえた特記仕様書の作成など、請負業者に対
し環境を低減するための省エネタイプの製品
の使用を促進した。

A
企画政策

課

C2 4

徒歩・自
転車通勤
の奨励お
よびノー
カーデー
の実施

新型コロナウイルスの拡大状況も踏
まえ、ノーカーデーの周知について
適宜実施する。

ノーカーデーの実施について職員に周知し
た。

B 人事課

C2 4

歩行者・
自転車に
やさしい
道路整備

「安心して歩くことができる」「楽
しく歩くことができる」という“ま
ちなみづくり”のため歩道の整備を
進める。また、歩道に加え、自転車
道または自転車通行帯の整備を進め
る。

那816号線（約150m）、各378号線（約
1km）、蘇北396号線（約60m）、那378
号線（約160m）に歩道を整備した。

A 道路課

C2 4

交通渋滞
緩和のた
めの道路
整備

道路の交差点部における右折車線の
設置及び幅員の狭隘部を拡幅するこ
とにより、交通渋滞の緩和に努め
る。

那378号線、各378号線の交差点部に右折車
線を設置した。

A 道路課

C2 4
サイクリ
ングロー
ドの整備

国、県及び関係市町と連携し「木曽
川上流域自転車整備推進会議」にお
いて、自転車道の整備・運営・管理
の充実を図る。

「木曽川上流域自転車道整備活用推進会議」
において、サイクリングロードに関するウェ
ブサイトリニューアルやキャッチコピー、ロ
ゴマークが決定した。

B
都市計画

課

事業番号
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基本方針C2　地球温暖化防止を推進しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C2 4
公共交通
の利用促
進

各務原市地域公共交通網形成計画に
基づき、鉄道、路線バス、ふれあい
バス等、本市に係る全ての公共交通
が一体となって機能する公共交通
ネットワークを運営する。

ふれあいバス那加線・鵜沼線の増便とパター
ンダイヤ化、チョイソコ鵜沼南エリア②の追
加など利便性の向上を図り、デジタルチケッ
トなどの利用促進事業を実施した。

A
商工振興

課

C2 4
エコドラ
イブの推
進

庁内掲示板等により職員へ周知す
る。

職員等を対象とした交通安全講習会で周知し
たほか、中央管理室での鍵の貸出の際、安全
運転とエコドライブについて呼びかけた。

A 管財課

C2 4

自然エネ
ルギーの
積極的活
用

新特別支援学校の整備にあたり、太
陽光発電設備を設置するなど自然エ
ネルギーを活用する。
新総合体育館・総合運動公園の整備
にあたり、自然エネルギーの利用に
ついて、積極的に取り入れるよう検
討する。

新特別支援学校について、自然エネルギーを
活用するため、自然採光を取り入れ、太陽光
発電設備を備えた学校を計画通り建設してい
る。
新総合体育館について、自然エネルギーの活
用を想定する等、ZEB基準に適合した施設と
して検討を進めている。

A
教育施設

整備推進
室

C2 5
エコドラ
イブの推
進

各種イベント等において、参加者に
エコドライブを呼びかける。

各種イベント等においてエコドライブを呼び
かけた。

A
環境政策

課

基本方針C3　生活環境と生物多様性を保全しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C3 1
大気環境
の保全

岐阜県が市内に設置してる大気汚染
測定局により大気汚染の状況を常時
把握する。また、岐阜県より大気汚
染注意報、緊急警報及び微小粒子物
質（PM2.5）の注意喚起が発せられ
た場合には、市の関係機関と連携し
て、防災無線や市ウェブサイト等で
速やかに周知する。

市内に設置してある大気汚染測定局により大
気汚染の状況を常時把握した。また、岐阜県
より大気汚染注意報が発令された際には、関
係機関と連携しウェブサイトやすぐメール等
で速やかに周知した。

A
環境政策

課

C3 2
水環境の
保全

市内の河川や池等において水質を測
定し、水質の把握に努める。また、
ゴルフ場周辺の池において農薬汚染
の有無を監視する。
水質(地下水含む）の測定結果の概要
は広報紙に掲載し、市民に周知す
る。

規定測点にて水質測定を行い正常値内である
ことを確認した。また、市内にあるゴルフ場
周辺池（3箇所）において農薬汚染が無いこ
とを確認した。水質測定結果の概要について
は、広報１0月１日号に掲載して市民に周知
をはかった。

A
環境政策

課

C3 3
水環境の
保全

市民の理解を得ながら、効率的かつ
計画的に下水道整備を積極的に進め
ていく。
また、面整備施工の当該年度での説
明会に加え、概ね整備着手の２～３
年前に事業概要説明会を開催するな
どの普及活動を行い、早期接続して
いただけるよう努めていく。

国庫補助を活用し、積極的な下水道整備を実
施した。
工事説明会（整備当年度に実施）について
は、感染状況を踏まえ、対象の方へ書面にて
説明資料を送付した。概要説明会について
は、R5年度の国庫補助金の交付決定率が低
かったため、概要説明会は先送りとなった。

B 下水道課

C3 3
水環境の
保全

対象となる区域において、浄化槽を
設置する者に対して、補助金を交付
する。また、環境への負荷が大きい
単独浄化槽からの切替を促進するた
めに、その撤去費用や宅内配管工事
費用の補助を実施する。

浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付し
た。
・浄化槽設置整備補助金交付件数：47基
・単独浄化槽撤去補助金交付件数：4基
・汲み取り槽撤去補助金交付件数：0基
・宅内配管工事補助金交付件数：3基

A
環境政策

課

事業番号

事業番号
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基本方針C3　生活環境と生物多様性を保全しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C3 4
適切なし
尿処理

クリーンセンターに搬入された生し
尿及び浄化槽汚泥を適切に処理する
ため、設備の維持補修を実施し、環
境基準に適合した排水を行う。

計画的な維持補修を行い、し尿・浄化槽汚泥の適切な

処理に努めた。

BOD＝16mg/ℓ　SS＝14mg/ℓ

ノルマルヘキサン抽出物質=0.5mg/ℓ未満

全窒素＝81㎎/ℓ　全リン＝2.2mg/ℓ

ヨウ素消費量＝5mg/ℓ未満(R6.3.15採水）

A
クリーン

センター

C3 5
薬剤の適
正利用

公共施設の病害虫等防除において
は、総合的有害生物管理のもと薬剤
の適正利用を図る。

道路側溝内の衛生害虫や不快害虫の発生を抑
制するため、錠剤散布による消毒を実施する
ことで良好な環境衛生の保持に努めた。
・川島地区で6月1日～6月10日実施
・各務原地区で自治会長等からの要望に応じ
個別に錠剤散布（5回）

A
環境政策

課

C3 6
犬の登録
と狂犬病
の予防

狂犬病予防法により義務付けられて
いる犬の登録を実施し、犬の所有者
に鑑札を交付する。また、狂犬病の
発生とその蔓延を未然に防止するた
め、保健所・獣医師会と連携し、集
合注射を実施する。

4月に市内44箇所を巡回し、犬の登録と狂犬
病予防注射を実施した。12月に未実施の犬の
所有者に注射の督促を行った。
　・登録数　7,341頭
　・予防注射数　6,452頭

A
環境政策

課

C3 7
ペットの
飼育指導

犬・猫などのペットの適正な飼育指
導を行う。

市民からの通報や相談により、犬・猫などの
ペットの適正な飼育指導を行った(14回)。ま
た、市広報紙を通じて適正な飼育の周知を
行った(5/15号、11/15号)。

A
環境政策

課

C3 8
特定外来
生物の防
除

特定外来生物であるアルゼンチンア
リによる被害を防止するため、市民
や関係機関と連携し、防除を行う。
鵜沼東部地区については、地元自治
会と協働して防除活動を実施し、ア
リの個体数の減少と生息区域の拡大
防止を図る。鵜沼大安寺地区では根
絶を図るための防除を実施する。

自治会や関係機関と協働で6月と9月に一斉防
除を実施したほか、5、7、8、10、11月に
生息範囲の外縁部での防除を実施。大安寺地
区では職員による防除を実施。

A
環境政策

課

C3 8
特定外来
生物の防
除

檻の貸し出しや業者に業務委託し
て、特定外来生物（アライグマ・
ヌートリア）の駆除を実施する。

檻の貸し出しを行い、駆除を実施した。
アライグマ　21件
ヌートリア　6件

A 農政課

C3 9
航空機騒
音の常時
監視

航空機騒音を市役所本庁舎屋上で、
24時間365日測定し、常時監視を
行う。

航空機騒音を市役所本庁舎屋上で、24時間
365日測定、常時監視を行った。

A
環境政策

課

C3 10
主要道路
の騒音測
定

交通センサスで指定されている13路
線を対象とし、年間2～3路線の騒音
測定を行い、5年間で全ての路線の
測定を行う。

計画に基づき、11月に2路線2センサスで道
路騒音測定を実施した。

A
環境政策

課

C3 11
特定工場
等に対す
る指導

特定工場等（特定施設）や特定建設
作業に対し、法や条例に基づく届出
指導や立入検査を行う。

特定工場等や特定建設作業に対し、法や条例
に基づく届出指導や立入検査を行った。

A
環境政策

課

C3 12

騒音・振
動・悪臭
対策の推
進

市民からの騒音・振動・悪臭に関す
る申し立てがあった場合、現地を確
認し、必要に応じて測定を行い、そ
の結果を踏まえ、関係機関と協議す
るとともに、事業者との調整や法令
に基づく指導等を行う。

市民からの申し立てを受け、騒音、振動、悪
臭の測定を行った。また、測定結果を踏ま
え、関係機関と協議するとともに、事業者と
の調整を行った。

A
環境政策

課

事業番号
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基本方針C3　生活環境と生物多様性を保全しよう

事業名 事業内容 成果（具体的数値等） 評価 担当課

C3 13
地下水の
保全

地下水の水位を年２回、地下水懇談
会会員等の協力も得て測定し、水位
の増減を示す水文調査に活かす。水
質についても年２回測定し、硝酸性
窒素汚染区域を把握するとともに水
質の保全に活用する。
また、「砂利採取事業等指導要綱」
に基づき、砂利採取事業の規制区域
を設け、地下水の保全対策を行う。

地下水の水位を年２回以上測定し、水文調査
に活用した。水質についても年２回以上測定
し、硝酸性窒素汚染区域を把握するとともに
水質の保全に活用した。また、「砂利採取事
業等指導要綱」に基づき、砂利採取事業の規
制区域を設け、地下水の保全対策を行った。

A
環境政策

課

C3 14
農薬使用
の抑制

市広報紙やウェブサイト等に啓発記
事を掲載し、低農薬農業の普及およ
び促進を図る。

市広報紙５/１号に啓発記事を掲載し、低農薬
農業の普及および促進を図った。

A 農政課

C3 15

有害科学
物質によ
る環境汚
染の状況
監視

市内のゴルフ場周辺池（３箇所）で
農薬測定を実施するとともに、公共
施設２箇所で大気中のダイオキシン
濃度を測定する。

市内のゴルフ場周辺池（3箇所）で農薬測定
を実施するとともに、公共施設2箇所で大気
中のダイオキシン濃度を測定した。

A
環境政策

課

C3 16
ぎふク
リーン農
業の推進

市園芸振興会各部会講習会等におい
て、安全・安心な農作物作りの必要
性を訴え、ぎふクリーン農業の推進
を図る。

市園芸振興会各部会において、安全・安心な
農作物作りの必要性を訴え、ぎふクリーン農
業の推進を図った。

A 農政課

C3 17

農産物へ
の農薬使
用低減の
推進

岐阜県農林事務所等と連携し、農産
物への農薬使用低減に関する情報を
提供する。

岐阜県農林事務所と連携し、農家に赴いて、
農薬使用低減についての情報提供と助言指導
を行った。

A 農政課

C3 18
農薬安全
使用の啓
発

市広報紙やウェブサイト等に啓発記
事を掲載し、農薬安全使用の普及お
よび促進を図る。

市広報紙5/1号に啓発記事を掲載し、農薬安
全使用の普及および促進を図った。

A 農政課

C3 19
堆肥の活
用の支援

堆肥を作った人から提供できる旨の
情報が入れば、農家へその情報を提
供する。

堆肥を提供できる旨の情報がなかった。 C 農政課

事業番号
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第２節 各務原市地球温暖化対策地域推進計画 

 環境基本計画に示す環境課題のうち、地球温暖化について市域における温室効果ガス

（CO2等）削減に向けた具体的な行動を示す計画です。 

本市においては第四次計画が 2024年 3月に策定され、2030年度における温室効果ガ

ス排出量を、2013年度比で 46％削減する中期目標と、2050年度における温室効果ガス

排出量を 2013年度比で実質ゼロとする長期目標を設定しました。 

目標達成のために本市の計画では 5つの施策体系（環境意識、家庭の取り組み、事業

所の取り組み、廃棄物対策、自動車対策、吸収源対策）の展開をしていくことなどが定

められています。 

 

第３節 各務原市地球温暖化対策実行計画 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）第 21 条に基づき、各自治体が京都議

定書達成計画に即して、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排出量の削減並びに吸

収作用の保全及び強化のための措置を定める計画です。計画のなかでは、計画期間、地

方公共団体の目標、実施しようとする措置の内容、その他実行計画の実施に関し必要な

事項を定めるものとされています（第 21条第 2項）。 

 本市では 2023 年度に「各務原市地球温暖化対策実行計画」を改訂し、市が率先して

行動することにより削減が可能なものと、廃棄物の処理過程により排出されるもののよ

うに、市独自では削減困難なものを区分して、2030 年度までに 2013 年比でそれぞれ

46％、30％削減することを目標としています。 

 

表１－３－１ 各務原市地球温暖化対策実行計画（計画期間 2018～2030年度）に 

おける実績 

（t-CO2） 

項目〔単位〕 
2013 年度 
（基準） 

2022 年度 
（実績） 

増加率 
2030 年度
削減目標 

2013 年度比（％） 

合計 5,2804 46,542 △ 11.9 △ 21.0 

業務その他部門から排出される 
エネルギー起源 CO₂排出量〔t-CO₂〕 

19,764 14,881 △ 24.7 △ 40.0 

運輸部門から排出される 
エネルギー起源 CO₂排出量〔t-CO₂〕 

239 254 6.4 △ 28.0 

廃棄物の焼却から排出される 
エネルギー起源 CO₂排出量〔t-CO₂〕 

23,645 25,256 6.8 △ 14.0 

  廃棄物の焼却量〔t〕 8,536 9.118 6.8 － 

廃棄物処理部門から排出される 
エネルギー起源 CO₂排出量〔t-CO₂〕 

8,794 5,768 △ 34.4 － 

CH₄（メタン）排出量〔t-CO₂〕 81 121 49.8 △ 12.3 

N₂O（一酸化二窒素）排出量〔t-CO₂〕 279 258 △ 7.5 △ 6.1 

HFC（ハイドロフルオロカーボン） 
排出量〔t-CO₂〕 

2.45 3.15 28.4  － 
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第４節 各務原市環境市民会議 

地球環境問題を各務原地域の身近な問題として捉え、地球環境保全及び持続可能な社

会に向けた取組に関する施策に、市民の自立的・行動的な意見を反映するため、「各務

原市環境市民会議」を設置しています。 

市民会議は、学識経験者・事業者・市民等を委員として組織し、令和５年度は計４回

の会議を開催しました。 

 

会議では以下の事項について報告するとともに協議を行いました。 

【令和 5年 8月 30日（水） 第 1回会議】 

＜報告・協議事項＞  

・各務原市地球温暖化対策地域推進計画改定について 

・令和 4年度の環境基本計画主要事業の実施状況について 

・令和 5年度の主な環境施策について 

  

＜主な意見＞  

・食品ロス削減啓発について、食品を購入した後の行動も大切だが、まずは購入前に

冷蔵庫の中を確認することが大切である。 

・第 4次地球温暖化対策地域推進計画について、市は二次産業が強いため、ほかの市

に比べ二酸化炭素排出量が多いと考えられる。そのため、削減量も多く見込めるた

め、国の目標値にいくらか上乗せした値を目標値とするべきではないか。 

 

【令和 5年 10月 30日（月） 第 2回会議】 

＜協議事項＞  

・各務原市地球温暖化対策地域推進計画改定について 

  

＜主な意見＞  

・市によるビンの回収は現在月に１回であるが、これをもう少し増やせないか。 

・公園の遊歩道の一部で照明が切れており、とても暗い区間があり、危険を感じる。

メンテナンスをしてほしい。 

・市民にとって身近で簡単な取組は、広報等で周知すると良い。一人ひとりができる

ことを、普段の暮らしから取り組んで、意識が変わっていくようにしたい。 

 

【令和 5年 12月 18日（月） 第 3回会議】 

＜協議事項＞  

・各務原市地球温暖化対策地域推進計画改定について 

  

＜主な意見＞  

・ごみを減らすことがどう二酸化炭素の排出量に影響を及ぼすか、はっきりわかり

やすく示すと良い。 

・レジ袋からエコバックへ変える、生ごみの水分を減らすといった、できることか

らコツコツと積み上げていくことが大切だと考える。 
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【令和 6年 2月 26日（月） 第 4回会議】 

＜協議事項＞  

・各務原市地球温暖化対策地域推進計画改定について 

  

＜主な意見＞  

・広報も電子化を進めて紙を減らしたり、市で行っている商品券事業では、購入対象

を省エネ商品にしたり、使用できる店舗もＬＥＤ化していたり、グリーン電力を使

用していたり、グリーンな店舗に限定するなどして市の特性を生かすと良い。 

・市民に分かりやすく伝えるイベントがあると良い。 

 

各務原市環境市民会議名簿（令和 5年度）（敬称略） 

（学識経験者） 

    北川 リツ    環境カウンセラー 

       水野 友有    中部学院大学准教授 

（団体代表者） 

   田中 露美    各務原市生活学校 

野中 好子    各務原市こども会育成協議会 

（事業所代表） 

竹中 雄司    岐阜車体工業株式会社 

苅谷 まゆみ   イオンリテール株式会社 

（市民代表） 

石脇 育子 

黒井 美嘉 

熊崎 敏雄 

 

 

第５節 環境保全協定（公害防止協定） 

 公害防止協定については、岐阜県公害防止条例（第 67条の 2）のなかで「事業者は、

県又は市町村から、公害防止に関する協定の締結について申し出を受けたときは、その

申し出に応じなければならない」と定められていることから、市では、この条例の規定

に基づき、下記の事業者と公害防止協定を締結しています。 

 

表１－６－１ 公害防止協定等締結事業所 

締結年月日 事業者名 締結年月日 事業者名 

昭和 52年 8 月 2日 岐阜木材流通団地(協) 昭和 58年 3 月 7日 フジミインコーポレーテッド 

昭和 58年 3 月 7日 カルビー(株) 平成 6年 8月 26日 ＳＡＮＥＩ(株) 

平成 11年 9 月 1日 (株)ＭＴＫ 
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【環境創出協定】 

 地域の環境保全を目的とし、騒音・振動等に関し協定基準などを定める従来の公害防

止協定的要素に加え、地球環境保全の見地から、廃棄物の削減目標や温室効果ガスの発

生抑制対策などについても定める協定です。この協定は、事業者と県、市（地元自治体）

の三者で締結され、一層環境負荷の低減を目指すとともに豊かで快適な環境の創出を目

的としています。 

 

表１－６－２ 環境創出協定締結事業所 

締結年月日 事業者名 

平成 16年 8月 23日 岐阜プラスチック工業㈱ 

※ 協定期間令和 7年 8月迄（3年更新） 

 

第６節 環境啓発・環境学習 

１．こども環境チャレンジ宣言 

こどもたちが環境問題を身近に感じ、環境保全に取り組むきっかけをつくるために、

市内全小学生を対象に「こども環境チャレンジ宣言」として、環境保全のために取り組

むスローガンや環境にまつわる川柳、そして、家庭での「環境活動」の取り組みについ

て募集したところ、令和 5度は 650枚の応募がありました。 

審査の結果、優秀賞 3 作品・奨励賞 15 作品を選びました。優秀賞の作品、作者は下

記のとおりです。 

□こども環境チャレンジ宣言・優秀賞 

・「暑い日に 風鈴かざり 節電を」 

永井 太陽さん（稲羽東小 6年） 

・「びりょくでも みんなでやれば かいけつさ」 

小林 歩暉さん（中央小 4年） 

・「食べる前 食べる分を よそってね」 

中村 彩芭（稲羽西小 3年） 

 

２．こども環境教室 

 次世代を担うこどもたちが環境問題に関心

をもつきっかけとするとともに、夏休みなど

を利用して環境に関する研究の取組み方法を

学んでもらうために開催しています。 

令和 5年度は、水辺の環境（7月 17日開

催。参加者 16名）、水生生物（7月 17日開

催。参加者 33名）、地球環境（7月 27日開

催。参加者 14名）をテーマに各教室を開催し

ました。 
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３．出前講座 

「環境教育等促進法」（環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律）第

9条では、国や自治体は「国民がその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて環境の

保全についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけ

る環境教育の推進に必要な施策を講ずるものとする」と定めています。 

 これを受け、市では、こども環境教室を夏季に開催しているほか、生涯学習まちづ

くり出前講座「親子で取り組もう生活排水対策」や「地球温暖化ってなに？」などの

メニューを用意しています。 

 

４．環境まなびサイトの充実 

 子どもたちに地域素材を扱った資料を提供することで、興味や関心を一層喚起し、体

験学習につなげることや市民へ環境に関する情報を発信することを目的に、環境まなび

サイトを運営、データ更新をしました。 

環境まなびサイトのページ（市の公式サイトからもご覧いただけます） 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/1001508/index.html 

 

５．環境月間の取組み 

 環境月間である６月には親子環境教室を３年ぶりに開催し、親子で環境について学べ

る講座や講演会を実施しました。 

 

６．こども環境賞 

次世代の環境人づくりを目的とし、教育委員会が実施する「各務原市小中学校科学作

品展」出展作品のうち、環境をテーマとした優れた取組みを行った作品を選定し、表彰

しました。作品展の対象となった作品数は、小学校 426点（426人）、中学校 13点（17

人）で、その中で小学校 39点、中学校 16点が入賞作品となりました。このうち「こど

も環境賞」の受賞作品は、小学校 5点（5人）でした。 
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第２章 環境の現状と対策 

第１節 大気環境 

大気汚染 5 物質（二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、

微小粒子状物質）の常時測定を蘇原中央町の観測所で行っています。 

 

・二酸化硫黄（SO2）の測定結果（令和 5 年度） 

二酸化硫黄は燃料などに含まれる硫黄分の燃焼によって発生する無色の気体です。刺

激臭があり、呼吸器などに影響を与えます。 

観測の結果、日平均値が 40 ppb（ppb＝10 億分の 1）を越えた日が 2 日以上連続せず、

かつ日数が 0 日で年間の 2 %以下であり、環境基準を達成することができました。 

 

・二酸化窒素（NO2）の測定結果（令和 5 年度） 

 二酸化窒素は燃料などに含まれる窒素分の燃焼で発生する赤褐色の気体で、二酸化硫

黄と同様に刺激臭があり、呼吸器などに影響を与えます。 

 観測の結果、通年の日平均値の 98 %値が 10ppb であり、40～60 ppb のゾーン内また

はそれ以下であるため、環境基準を達成することができました。 

 

・光化学オキシダント（OX）の測定結果（令和 5 年度） 

 紫外線の光化学作用により、大気中の炭化水素や窒素化合物から生成される、強酸化

性物質。目やのどの痛みを引き起こす光化学スモッグの原因となります。 

 環境基準は測定値（1 時間値）が「60 ppb 以下」ですが、残念ながらこの値を超える

測定値が観測されたため、環境基準を達成することができませんでした。 

 

・浮遊粒子状物質（SPM）の測定結果（令和 5 年度） 

 大気中に浮遊しているばい塵や粉塵など粒子状の物質を浮遊粉塵といいますが、この

うち大きさが 10 μm(1 μmは 1 mmの千分の 1)以下のものを浮遊粒子状物質といいます。 

測定値の年平均は 11 μg/m3で、環境基準の 100 μg/m3を大きく下回っています。 

 

・微小粒子状物質（PM2.5）の測定結果（令和 5 年度） 

 大気中に浮遊している 2.5 μm 以下の小さな粒子のことで、前述の浮遊粒子状物質よ

り小さな粒子です。非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響

に加え、循環器系への影響が心配されています。 

 年平均値は 6.0μg/m3で環境基準の 15 μg/m3をクリアしました。また、日平均値の環境

基準 35 μg/m3を超えた日は観測されなかったため、環境基準を達成することができまし

た。 

大気の観測の結果、大気汚染 5 物質のうち光化学オキシダントについて環境基準を達

成できていませんでした。私たちそれぞれが心がけ、原因物質である排ガス低減に努め

ることが求められています。 
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第２節 水環境 

１．河川 

市内主要河川で工場、生活排水による水質汚濁と、魚類など生物への影響の状況を監

視・測定しています。 

 令和 5 年度は、水の有機的な汚れ具合を示す指標である生物化学的酸素要求量（BOD）、

浮遊物質（SS）について、全ての観測地で環境基準を達成することができました。 

・BOD                            

水中の汚れ（有機物）を分解する細菌が  

必要とする酸素の量。数値が高いほど水  

が汚れています。            

 

※「BOD 75 %値」（全データのうち 75 

%以上のデータが基準値を満たすかど 

うかで評価）で判定 

 

 

 

 

・浮遊物質（SS） 

水中に浮遊する物質量。数値が高いほど

水が汚れています。 

 

 

 

 

 

 

 

河川の水質汚濁は、家庭から未処理で流される生活雑排水が主な原因です。河川の

自浄能力を超えて汚濁物質が流入すると、水中の酸素が不足し、魚など生物が住めな

い河川となってしまいます。調理くずなどの流出防止や油の適正な処理、洗剤の適量

使用などを心がける必要があります。 

表２－２－２ 浮遊物質測定結果 

単位：mg/l 
水域・地点 基準値 令和 4

年度 

令和 5

年度 

木曽川上流 

(川島大橋) 
25 以下 1.9 1.2 

新境川上流 

(東泉橋) 
25 以下 3.9 3.3 

新境川下流 

(応連寺橋) 
50 以下 2.5 1.9 

新境川下流 

(木曽川合流前) 
50 以下 2.5 2.5 

境川上流 

(岩地橋) 
50 以下 3.0 4.0 

※値は各地点の平均値 

表２－２－１ BOD 測定結果 

単位：mg/l 
水域・地点 基準値 令和 4

年度 

令和 5

年度 

木曽川上流 

(川島大橋) 
2.0 以下 0.6 0.8 

新境川上流 

(東泉橋) 
3.0 以下 1.4 1.6 

新境川下流 

(応連寺橋) 
5.0 以下 1.6 1.3 

新境川下流 

(木曽川合流前) 
5.0 以下 1.4 1.2 

境川上流 

(岩地橋) 
5.0 以下 0.8 1.0 

※値は各地点の 75%値 
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２．地下水               

地下水についても、市内全般で水質の 

監視・測定を行なっています。 

 測定の結果、地下水の環境基準のう

ち、有機溶剤であるトリクロロエチレン

（環境基準は 1 L あたり 0.01 mg 以下）、

テトラクロロエチレン（環境基準は 1 L

あたり 0.01 mg 以下）、四塩化炭素（環

境基準は 1 L あたり 0.002 mg 以下）につ

いては各 1 地点で環境基準を達成するこ

とができませんでした。 

 現在のところ、いずれの地点でも汚染

の大きな広がりはみられませんが、今後も引き続き地下水の監視・測定を行っていき

ます。 

また、各務原市三井水源地の取水井から暫定目標値（50ng/L）を超える PFOS 及び

PFOA が検出されたことを受けて、国が定めた「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引

き」に基づき、県と市が連携して、地下水調査及び河川等調査を行いました。 

測定の結果、地下水調査では 196 地点のうち 28 地点、河川等調査では 16 地点のうち

1 地点で暫定目標値（50ng/L）を超える PFOS 及び PFOA が検出されました。 

 今後は県と市が共同で設置した専門家会議の議論を踏まえて、必要な対応を検討して

いきます。 

 

３．その他池沼等 

 ゴルフ場周辺の 3 池（持田池、北山池、寒洞池）で、チウラム（環境基準は 1 L あ

たり 0.006 mg）、シマジン（環境基準は 1 L あたり 0.003 mg）などの農薬が人の健康

の保護に関する環境基準を超過していないことを確認しました。（結果は 3 池とも不

検出） 

 

第３節 騒音・振動 

 騒音に係る環境基準（以下「一般環境騒 

音」という。）及び航空機騒音に係る環境基 

準（以下「航空機騒音」という。）の地域類 

型指定に伴い、その達成維持状況を把握 

し、騒音から生活環境を保全するのに必要 

な施策を講ずるため環境騒音定点観測調査 

を実施しています。 

 

 

 

図２－３－１ 一般環境騒音測定地点図 

 

 

図２－２－１ 各務原市の地下水質図 
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表２－３－１ 令和５年度一般環境騒音測定結果 

A．道路に面しない地域  単位：dB 

測定地点 

（地域類型） 

 

時間帯/音圧レベル 

神明神社 

(那加西市場

町 5 丁目) 

（A） 

神明神社 

（蘇原島崎

町 4 丁目） 

（B） 

八幡神社 

（蘇原興亜町   

4 丁目） 

（C） 

天神神社 

（上中屋町   

3 丁目） 

（C） 

測定日 5 月 18 日 5 月 18 日 5 月 18 日 5 月 18 日 

昼

間

1 

EQ 41.5 40.6 44.2 46.9 

（50％） （38.6） （37.0） （38.6） （44.1） 

昼

間

2 

EQ 40.4 43.9 45.8 48.7 

（50％） （39.1） （41.6） （41.4） （47.9） 

環境基準値 適･否 55 ○ 55 ○ 60 ○ 60 ○ 

※地域類型 A：専ら住居の用に供される地域 

地域類型 B：主として住居の用に供される地域 

 地域類型 C：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

B．道路に面する地域 

B-1．自動車騒音測定結果（適否） 

路線名 年度 測定地点 

等価騒音レベル(dB) 

時間 

区分 

調査 

結果 

環境 

基準 

適合 

状況 

一般国道 21 号 5 鵜沼東町 
昼間 60 70 ○ 

夜間 56 65 ○ 

江南関線 5 鵜沼三ツ池町 
昼間 73 70 × 

夜間 70 65 × 

江南関線 5 蘇原和合町 
昼間 70 70 ○ 

夜間 66 65 × 

春日井各務原線 5 鵜沼南町 
昼間 66 70 ○ 

夜間 64 65 ○ 

川島三輪線 5 蘇原瑞穂町 
昼間 66 70 ○ 

夜間 60 65 ○ 
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B-2．環境基準達成状況の評価結果 

路線名 

評価区間

延長(km) 

対象住居等

戸数 

昼夜とも基

準値以下 

昼のみ基

準値以下 

夜のみ

基準値

以下 

昼夜とも

基準値超 

一般国道 21 号 14.2 1,342 1,147 44 0 151 

江南関線 8.6 315 294 13 0 8 

春日井各務原線 1.2 142 142 0 0 0 

川島三輪線 7.5 540 538 0 0 2 

合計 31.5 2,339 2,121 57 0 161 

※平成 24 年度より測定方法が面的評価に変更になった。 

 

表２－３－２ 令和５年度航空機騒音測定結果 

A．航空機騒音調査地点 

測定地点 

（地域類型） 
測定期間 

Lden 

(dB) 

1 週間の機数 環境

基準

(dB) 

適・否 
N1 N2 N3 N4 合計 

那 加 中 央 保 育 所 

（ Ⅰ  ） 

春季 5/25 ~ 5/31 56.7 0 100 7 0 107 
57 

○ 

秋季 10/25 ~ 10/31 60.9 0 126 0 0 126 × 

水 道 事 業 庁 舎 

（ Ⅱ  ） 

春季 5/9 ~ 5/15 63.5 0 212 10 0 222 
62 

× 

秋季 10/9 ~ 10/15 64.1 5 204 2 0 211 × 

陵南福祉センター 

（ Ⅱ  ） 

春季 5/17 ~ 5/23 56.6 1 275 6 0 282 
62 

○ 

秋季 10/17 ~ 10/23 59.5 0 238 0 0 238 ○ 

※N1 は 0 時から 7 時まで、N2 は 7 時から 19 時まで、N3 は 19 時から 22 時まで、N4 は 22 時から

24 時までの航空機の機数である。 

 

 

B．航空機騒音測定結果（於：市役所屋上。地域類型Ⅱ） 

年度 Lden(dB) 年間の合計機数 日平均機数 
環境
基準
(dB) 

令和 5 年度 

測定日数 

平均 

最小～最大 
N1 N2 N3 N4 合計 N1 N2 N3 N4 合計 62 

(年間集計) 

366 日 

65.5 

31.3～75.5 
1 7,313 85 0 7,399 0 20 0.2 0 20.2 × 

※Lden(時間帯補正等価騒音レベル)とは、各飛行機の騒音の、聞こえ始めから聞こえ終わりまでの人

が受ける騒音エネルギーを計測したもので、飛行騒音のみでなく、地上騒音（航空機が誘導路を走

行する際に発生する騒音など）も評価の対象としています。現在、国際的に主流な評価方法となっ

ており、平成 25 年度より今までの WECPNL より変更されました。 
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第４節 化学物質対策 

 環境大気中のダイオキシンの測定を那加地区、川島地区の 2 箇所で実施しました。

測定結果は下表のとおりでいずれの地点でも、環境基準を満たしています。 

 

表２－４－１ 環境大気中のダイオキシン測定結果 

  単位：pg-TEQ/m3 

測定地点 測定期間 毒性等量 基準値 

各務原市産業文化センター 11/13 ～ 11/14 0.0026 0.6 以下 

川島市民サービスセンター 11/13 ～ 11/14 0.0032 0.6 以下 

※基準値は 2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

 

第５節 浄化槽の整備 

１．浄化槽設置整備事業補助 

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し生活環境の保全を図るため、浄化槽の

設置に関する費用の一部を補助するものです。 

専用住宅及び併用住宅で、設置後の維持管理の責任が明らかになっている５０人槽以

下の浄化槽を設置する方に対して補助金を交付しました（建売住宅は除く)。 

平成１３年度に補助制度ができてから令和３年度までに、累計 2,942基の浄化槽がこ

の補助金制度で設置されました。平成 27 年度からは、環境への負荷が大きい単独浄化

槽撤去費用の一部補助を行うことで、また令和４年度からは、くみ取り槽撤去費用及び

くみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事費用の一部補助を新たに設け、単独浄化槽及

びくみ取り槽から合併浄化槽への切替えを促進しました。 

・令和５年度浄化槽設置基数 78基  

内補助実績 47基※補助実績以外の浄化槽は、住宅以外、補助区域外等のもの 

  内訳  5人槽 ・・・・・・・・・・ 35基 

6～7人槽 ・・・・・・・・・ 9基 

8～50人槽 ・・・・・・・・・3基 

内 単独浄化槽撤去費用補助・・4基 

内 くみ取り槽撤去費用補助・・0基 

内 宅内配管工事費補助・・・・3基 

 

第６節 環境美化 

１．美しいまちづくり条例に基づく活動、取組み 

 本市では、空き缶や吸殻などのポイ捨てごみの散乱を防止することにより、地域の環

境美化の促進を図り、市民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的として「美し

いまちづくり条例」を、平成 11 年３月に制定（施行は 7 月）しています。条例では、
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ポイ捨てを禁止しているほか、犬のフンの回収義務（放置禁止）や管理する土地におけ

る雑草の繁茂の防止と清掃に努めることも定められています。 

 また、条例（第 10 条）に基づき、ポイ捨てごみの散乱等を防止するため環境美化監

視員を置くことについても定められていることから、市では、市街地、主要幹線道路・

観光地の沿線自治会などを中心に監視員を 67 名（令和 5 年度）委嘱し、地域における

環境体制の整備にも努めています。 

表２－６－１ 令和 5 年度環境美化活動報告等件数 

地域の巡回 189 雑草・樹木等 34 

清掃活動 169 ペット（フン害等）  13 

不法投棄 2 その他 1 

合計 408 ※重複あり  

 

２．清掃美化 

 ボランティアによる地域の清掃活動の支援や、犬・猫などの小動物の死体の回収業

務など地域の環境衛生の向上や美化に努めました。 

 

表２－６－２  （参考）令和 5年度環境美化活動の日参加団体 

 団体名 参加人数  団体名 参加人数 

1 朝日ふれあいの会 28 8 岐阜各務野高校 10 

2 おがせ周辺クリーンクラブ 19 9 中部電力パワーグリッド㈱各務原営業所 5 

3 つつじが丘上池クラブ 25 10 夢屋クラブ 15 

4 旗本徳山陣屋公園フレンドシップ 10 11 岐阜信用金庫各務原支店 700 

5 野口パークレンジャー 19 12 各務原清掃株式会社 49 

6 三ツ屋里山を緑にする会 15 13 岐阜プラスチック工業（株） 60 

7 緑苑中環境ボランティア 15  合計 961 

 

表２－６－３ 令和 5 年度 犬・猫等回収実績 

 

 

 

第７節 環境衛生 

１．犬登録・狂犬病予防注射 

狂犬病予防法により、犬の登録と年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

狂犬病の発生とその蔓延を未然に防止するため、保健所、獣医師会と連携し、集合注射

等をとおして狂犬病予防注射の接種率向上に努めました。 

・集合注射 … 毎年４月に市内４４箇所を巡回 

・新規犬登録 … 602頭   狂犬病予防注射 … 6,452頭 

犬・猫などの小動物の死体の回収件数 675件 
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２．道路側溝防疫剤散布 

道路側溝内の衛生害虫や不快害虫（主にユスリカ）の

発生を抑制するため、自主的活動によってそれらを駆除

できない場所や地形的に十分な排水勾配をとることがで

きない場所を対象に、錠剤散布消毒を実施することによ

り良好な生活環境の保全に努めました。 

 

・防疫剤散布実績 … 延長：Ｌ＝200ｋｍ 

 

３．特定外来生物「アルゼンチンアリ」防除 

 アルゼンチンアリは南米原産の放浪アリで、不快害虫、 

農業害虫であると同時に地域の生態系にダメージを与 

えるため、国から特定外来生物に指定されています。 

各務原市では、平成 19年 3月にアルゼンチンアリの 

生息が確認され、それ以来、地元自治会と協働して防除 

活動を実施してきました。 

平成 21年度から平成 23年度は、環境省が本市で「ア 

ルゼンチンアリ防除モデル事業」を実施し、その実績として、アルゼンチンアリ一斉

防除マニュアルが作成されました。 

 平成 24年度から平成 26年度は、アルゼンチンアリ生息域の自治会と各務原市で設

立した「各務原市アルゼンチンアリ対策協議会」により、一斉防除マニュアルにもと

づき春と秋の 2回、ベイト剤（えさの形をした薬剤）による一斉防除と、冬季防除を

行いました。 

平成 27年度からは岐阜県の清流の国ぎふ森林環境基金事業補助金を活用して防除活

動を継続してきており、アルゼンチンアリの個体数は平成 24年度当初から減少傾向に

あり、防除前初期値の個体数の増加を抑え込んでいます。 

 

４．「瞑想の森 市営斎場」の管理運営 

人生の終焉の場として、荘厳かつ厳粛で、葬送にふさわしい施設環境の保持に努め

ました。また、火葬業務を円滑に行うため、火葬炉定期修繕工事を実施しました。 

 

表２－７－１市営斎場等使用件数 

12 歳以上 1,724 件 身体の一部 2 件 

12 歳未満 2 件 霊安室 36 件 

死産児 12 件 犬猫 1,121 件 

胞衣及び産汚物 0 件 待合室 1,057 件 
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５．「公園墓地 瞑想の森」の管理運営 

平成 28 年度に市民アンケートによる墓地需要予測を行った結果、承継の心配のいら

ない合葬墓のニーズが多くあったため、市営墓地内に合葬式墓地を整備することになり

ました。平成 29年度に実施設計及び地質調査、平成 30年度に建設工事を行い、令和元

年 10月より供用開始しました。 

 

・令和５年度一般墓地新規使用許可 … 13区画 

 

 

 

 

 

 

 

【一般墓地】                 【合葬式墓地】 

 

第８節 公害 

 環境基本法第 2条において、「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動そ

の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、

騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる

ことをいう、と定められています。 

 公害苦情の発生件数は下表のとおりですが、市が住民にとって身近な公害苦情の窓口

であることから、騒音、悪臭など近隣の事業所・事業活動からの苦情の申し立てが総数

の半分をこえています。 

 

表・図２－８－１ 公害苦情発生件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

大気 0 5 1 1 

水質 11 6 3 4 

騒音 17 25 17 19 

振動 2 2 1 0 

悪臭 24 12 6 8 

その他 11 5 3 1 

合計 65 55 31 33 

大気, 

3% 水質, 

12%

騒音, 

58%

振動, 

0%

悪臭, 

24%

その他, 

3%

令和5年度 公害発生

苦情件数割合
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第Ⅱ編 廃棄物処理 

第１章 令和５年度一般廃棄物処理計画 

第１節 事業年度 

令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで） 

 

第２節 一般廃棄物の排出状況 

１） 計画処理区域                各務原市全域 

２） ごみの排出量               46,618トン／年 

３） し尿の排出量            2,960キロリットル／年 

４） 浄化槽汚泥の排出量        39,450キロリットル／年 

 

第３節 ごみ処理計画 

収集・運搬する廃棄物の量 

１） 可燃ごみ                 28,000トン／年 

２） 不燃・破砕ごみ               1,300トン／年 

３） 資源ごみ                  1,156トン／年 

４） 有害ごみ                   110トン／年 

５） 緑ごみ                   6,600トン／年 
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第２章 ごみ処理事業 

第１節 処理の現状 

平成 30 年度までのごみ処理量は減少傾向にありましたが、令和元～2 年度はコロナ

禍における在宅時間の増加により一時的に増加しました。その後新型コロナウィルス感

染症の収束に伴い、再び減少傾向に転じています。 

 

表・図２－１－１ ごみ処理量 

 

第２節 ごみ処理単価 

ごみ 1トン当たりの処理に係る単価は以下のとおりとなっています。 

             

表２－２－１ ごみ処理単価（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 １トン当たりの単価 

収  集 17,152 円 

処  理 33,844 円 

合  計 50,996 円 

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

合計(t) 43,393 43,502 42,221 41,718 42,024 43,702 43,021 40,576 39,512 38,595

資源ごみ(t) 1,450 1,402 1,413 1,356 1,314 1,294 1,274 1,237 1,178 1,092

不燃ごみ(t) 3,324 3,223 3,038 2,947 3,460 4,656 4,381 3,305 3,093 3,432

埋立ごみ(t) 591 565 472 449 516 464 539 461 404 384

可燃ごみ(t) 38,028 38,312 37,298 36,966 36,734 37,288 36,827 35,573 34,838 33,687

    5,000

   10,000

   15,000

   20,000

   25,000

   30,000

   35,000

   40,000

   45,000

   50,000



40 

 

第３節 収集処理実績（北清掃センターにおける一般廃棄物処理の流れ） 

〇令和５年度 ごみ排出量  44,259ｔ・・・① 

〇令和５年度 ごみ資源化量 11,964ｔ・・・② 

〇令和５年度 ごみ資源化率  27.03％・・・②÷① 

 

 

 

 

中間処理資源化量

※端数処理により合計が合わないことがあります。

72.07 312.18 1024.04

36,813.10 2,817.12 3,414.91

北清掃センター

ガス化溶融施設 　破砕残渣 破砕施設

最終処分量 293.27 最終処分率（％） 0.66 リサイクル率（％） 27.03

293.27 4,518.58 597.79

最終処分場 総資源化量　                 11,964.03

溶融飛灰（埋立処理） 溶融飛灰(再資源化）・スラグ・メタル

焼却施設 リサイクル施設

一般
廃棄物

ガラス・ 緑ごみ、古紙

陶磁器類 古着

ビン類、カン類、

ペットボトル、紙パック

事業系 0.46 事業系 7,210.75   事業系 1,213.43 　事業系 3,282.600

2,201.48 　生活系 1,845.22 68.40生活系 383.79 生活系 26,400.98   生活系

埋め立てごみ 燃やすごみ 不燃ごみ等 　資源ごみ 有害ごみ

　古紙類 824.33

資源集団回収

排出量 44,258.55

(t/年)

　古   着 25.38

行政回収

　古紙類 770.67

　古   着 0.07

　古紙類 28.43

　古   着 2.56

拠点回収

4103.78
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第４節 ３Ｒへの取組み・広報啓発活動 

１．紙ごみリサイクル事業 

 平成 20年度より開始した家庭から排出される可燃ごみの減量化や資源化を推進する

「紙ごみリサイクル事業」に取り組みました。 

 

この事業では、以下の 3つの取り組みを行いました。 

① 地域の PTA等が主催する資源集団回収による古紙類の定期的な回収 

② 公共施設や大型ショッピングセンターなど 35箇所に「古紙回収ボックス」の設

置 

③ 包装紙や紙箱などの「雑がみ」の回収の強化 

 

回収量につきましては減少傾向ですが、これは、紙の需要にかかる構造的なマイナス

要因（広告等の電子媒体への移行、経費削減による薄い紙へのシフト等）のほか、民間

事業者による古紙回収拠点の開設によるものと考えられます。 

 

表２－４－１ 古紙回収実績 

(単位：トン) 

※古着は除く 

 

２．緑ごみリサイクル事業 

 家庭や事業所等から排出される樹木のせん定枝や落ち葉、刈り草などの「緑ごみ」の

焼却処理を中止し、市内 17 ヶ所の回収拠点及び一部自治会において、分別回収を行い

ました。回収された「緑ごみ」は、市内の民間再資源化施設へ搬入され、バイオマス燃

料としてリサイクルされます。 

 

表２－４－２ 緑ごみ回収実績 

（単位：トン） 

※市外の事業系緑ごみは除く 

 

 

 

 

 

 

年  度 R1 R2 R3 R4 R5 

回収実績 3,004 2,021 1,993 1,914 1,623 

年  度 R1 R2 R3 R4 R5 

回収実績 3,903 3,328 3,943 3,575 4,029 
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３．マイバッグの推進  

 平成 20年度よりスタートしたレジ袋削減（有料化）事

業。市ウェブサイトでマイバッグ使用の呼びかけを行って

きましたが、令和 2年 7月 1日よりレジ袋有料化が義務化

されたことで、マイバッグの利用が進みました。 

なお、令和 5年度末の時点で、レジ袋削減に取り組み、

市の調査にご協力いただいた店舗は 13店舗です。 

 

レジ袋購入率 １２．１％ 

 

表２－４－３ 令和５年度レジ袋調査協力店舗 

店舗名 

アピタ各務原店 アミカ各務原店 

イオン各務原店 サンマートサカイ蘇原店 

スーパーサカイ スーパー三心蘇原店 

スーパー三心那加店 バロー各務原中央店 

ピアゴ各務原店 平和堂うぬま店 

マックスバリュ各務原店 マックスバリュ各務原那加店 

ヤマワ本店  

 

４．環境行動優良事業所認定事業 

 平成 20 年度より地域及び地球規模の環境対策、廃棄物の発生抑制やリサイクル並び

にその他環境に配慮した行動を積極的に取り組んでいる市内の事業所等を「環境行動優

良事業所」として認定し、その取り組み内容を市ホームページ等を通して、広く市民に

周知するなど事業者の環境活動を支援しています。 

 

表２－４－５ 環境行動優良事業所認定事業者（認定番号順）42事業所 R6.4.1現在 

事業者名 

川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー 

岐阜車体工業株式会社 

天龍ホールディングス株式会社 

岐阜プラスチック工業株式会社 

株式会社鵜飼 

エーザイ株式会社 川島工園 

川崎岐阜協同組合 

中部電力パワーグリッド株式会社 各務原営業所 

榎本ビーエー株式会社 
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髙安株式会社 

中日本ダイカスト工業株式会社 

イオンリテール株式会社 イオン各務原店 

ユニー株式会社 アピタ各務原店 

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ各務原店 

ユニー株式会社 ピアゴ各務原店 

株式会社サンマートサカイ 蘇原店 

株式会社ヤマワ 本店 

生活協同組合 コープぎふ 尾崎店 

株式会社コノミヤ 鵜沼店 

ムトー精工株式会社 

株式会社フジミインコーポレーテッド 各務原工場 

日本毛織株式会社 岐阜工場 

岐阜県金属工業団地協同組合 

株式会社樋口製作所 

株式会社イナバ印刷社 

SANEI 株式会社 岐阜工場 

テルモ・クリニカルサプライ株式会社 

株式会社東海理機 各務原工場 

那加印刷株式会社 

リメイキング株式会社 各務原営業所 

各務原衛生株式会社 

株式会社デザインラボ 

各務原清掃株式会社 

各務原清掃株式会社 那加営業所 

山興印刷株式会社 

生活協同組合 コープぎふ 各務原支所 

株式会社バロー 各務原中央店 

株式会社平和堂 うぬま店 

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ各務原那加店 

株式会社那加自動車教習場 

中日新聞那加北部専売店有限会社山田新聞店 

株式会社ライフテック 

 

 

 

 

令和５年度 各務原市環境行動優良事業所認定事業所の活動状況 
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製造業者（一部抜粋） 

・ ジクロロメタンを含有しない塗装剥離剤を可能な限り使用し、ジクロロメタンの排出量を低

減している。 

・ 安全具のクリーニングリユース、分別強化による金属複合プラの再資源化をしている。 

・ ペットボトルのリサイクル活動を継続して行っている。 

・ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を導入し、製造部門ではＣＯ２の排出削減と廃棄物の

削減を実施している。 

・ 適正なフロン設備の管理を行っている。 

・ 省エネ設備への切り替えのため、ほぼ全ての蛍光灯をＬＥＤに取り換えた。 

・ 昼休みや、就業時間中に使用していない事務室・作業所等の消灯を行っている。 

・ 事業活動を通し合成繊維、プラスチックの再生原材料の生産、販売、素材とする不織布の販

売、荷資材の再利用を行い資源循環型社会構築の施設に協力している。 

・ 都市ガス使用量低減、ＬＰガス低減、電力量削減をはかっている。 

・ 「ぎふプラスマ！」に登録し、ペットボトルキャップのリサイクルＢＯＸを設置している。 

・ 廃棄物の再利用及び、原料化をしている。 

・ 有機洗浄液の再生利用を行っている。 

・ 工場排水が三井川に合流する地点にオイルフェンスを常時設置し、毎月オイルマットを交換

している。 

・ 化学薬品の保管・管理の徹底と産業廃棄物（処理液）を専門業者に処理を委託している。 

・ 工場周辺の清掃活動・美化活動を行っている。 

小売業者（一部抜粋） 

・ ゴミの分別を積極的に行い環境負荷の軽減を行う活動の推進している。 

・ 店内で発生した廃棄物は１３種類に分別し、段ボールと発泡スチロールはリサイクルを行っ

ている。 

・ トレー回収を積極的に取り組み、再生トレーを使用することでＣＯ２削減をはかっている。 

・ 資源回収（ペットボトル、アルミ缶、牛乳パック、白トレー）を実施している。 

・ レジ袋の削減活動（レジ袋有料化・買物袋持参の呼びかけ・買物かごの販売）の実施。 

・ 事業所内に紙ＢＯＸを設置し、再資源化に努めている。 

・ ２０２０年度以降、特に無料配布しているストロー・カトラリー類を、プラスチックから紙

や木などの環境配慮型素材へ切り替えた。 

その他業種（一部抜粋） 

・ 従業員に対する環境方針の周知と環境教育の実施、及び次世代層に対する環境教育を実施し

ている。 

・ 再生品、エコマーク商品、グリーン購入法適合商品を積極的に使用している。 

・ ごみの分別の徹底。 

・ 事務所内空調の省エネ温度設定やクールビズ等による、地球温暖化防止活動の展開。 

・ ペーパーレス化、印申物の両面印刷や割付印刷による紙使用量を削減している。 

・ パークレンジャーとして地域の清掃活動を実施したり、不法投棄パトロールを実施。 
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５．不用品交換銀行 

 不用品交換銀行は、家庭において不用になった家庭用品等で、まだ再使用できる物品

について、これを希望する市民に情報を提供し、再使用を推進し、資源の有効利用と不

用品再利用等に関する市民意識を高めることを目的とした制度です。 

令和５年度は、69 件成立しました。 

（件） 

 R元 R2 R3 R4 R5 

譲受希望 208 155 230 220 280 

提供希望 171 135 222 186 172 

成立 51 53 80 64 69 

 

６．広報活動 

 一般廃棄物の処理について、行政と市民の相互協力による環境事業の円滑な推進を図

るため、市ウェブサイトや広報紙等により、次の広報活動を実施しています。 

（１）市の環境状況や環境施策の進捗状況を市民・事業者等に報告するための資料と

して「各務原市環境報告書」を作成し、市ウェブサイトに掲載。 

（２）ごみの回収や出し方の周知を目的とした「ごみ・リサイクルカレンダー」及び

｢ごみ出しガイドブック｣の配布 

（３）紙ごみ・緑ごみの回収についての周知を目的とした「古紙回収ステーション一

覧表」「緑ごみ拠点回収日程表」の配布 

（４）市ウェブサイトや広報紙を利用した環境行政に関する情報の提供 

（５）生ごみの水切りについて、市ウェブサイトや広報紙による周知 

（６）食品ロス削減について、市ウェブサイトや広報紙及びイベントによる周知 

（７）雑がみの分別について、市ウェブサイトや広報紙による周知 

  

・ 消費電力量をグラフ掲示し、節電の意識を高めた。 

・ 太陽光発電により CO2 排出を削減している。 

・ デジタルタコグラフを全車両に搭載し、エコドライブを意識させている。 

・ ごみの分別を徹底している。 

・ 通気性に優れた制服の採用や空調服の着用により、エアコン使用時の電力消費量の削減に努

めている。 

・ マイ箸、マイボトルを使用している。 

・ 環境対応車を導入した。 
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７．出前講座 

 市民生活の中から出てくるごみの処理や、ごみの分別・リサイクルについて、より理

解を深めていただくため、市民団体・学校等の集会において出前講座を開催しています。 

 

令和 5年度実績 

講座名 実施件数 

市民生活とごみ処理 1件 

減らそう！食品ロス 4件 

家庭で取組もう 生活排水対策 0件 

地球温暖化って何？ 1件 
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第３章 し尿処理 

第１節 処理実績  

し尿処理については、生し尿と浄化槽汚泥を対象としています。各務原地区について

はクリーンセンター、川島地区については岐阜羽島衛生施設組合で処理していましたが、

平成 23 年 4 月より川島地区処理分についても、クリーンセンターで処理することとな

りました。 

処理量については、下水道の供用開始区域の拡大に伴って、少しずつ減少傾向にあり

ます。 

 

表３－１－１ し尿処理量 

 

表３－１－２ クリーンセンター年度別日処理量 

 

 

 

 

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2

年度

R3

年度

R4

年度

R5

年度

合計(kℓ) 48,560 47,111 46,359 45,655 44,449 44,361 43,413 43,331 42,846 42037

浄化槽(kℓ) 44,569 43,121 42,691 42,136 41,269 41,335 40,446 40,417 40,000 39303

生し尿(kℓ) 3,991 3,990 3,668 3,519 3,180 3,026 2,967 2,914 2,846 2,734
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生し尿 単独浄化槽 合併浄化槽 合計
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令和５年度 環境トピックス 

 

食品ロス削減啓発リメイクレシピ集を作成 

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスについ

て理解を深めてもらい、その量を減らすことを目的とし

て、東海学院大学 管理栄養学科と協力して、家庭でも

簡単にできるアレンジレシピをまとめたレシピ集を作成

しました。 

食品ロスに関するイベントなどで配布していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）に対する対策について 

上水道の水源となる井戸から暫定目標値を超える有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）が

検出されたことを受け、市と県が連携して井戸水（地下水）や河川・用水路等の有機フ

ッ素化合物（PFOS・PFOA）の状況を調査しました。その結果、調査した井戸 201箇所の

うち 30箇所、河川・用水路等 16地点のうち 1地点にて、国が定めた暫定目標値（50ng/L）

を超過していま

した。 

県と市が設置

した専門家会議

の意見を踏まえ、

今後も井戸水等

の継続的なモニ

タリングを行っ

ていきます。 

     

  



49 

 

全体評価 

自然と共生するまちづくり 

落ち葉や剪定枝を緑ごみとして有効活用 

目 

的 

一般家庭や市民清掃から出る緑ごみについては、バイオマス燃料として利用す

ることにより二酸化炭素排出量を削減する。 

事 

業 

内 

容 

家庭緑ごみ等 

・拠点回収 

家庭から発生する樹木の枝などを毎月市内 17 ヶ所の回収拠点で受け入れを

行い、再資源化施設へ搬入した。計 328ｔを回収した。 

 

回収拠点での回収量の月別推移（ｔ） 

 

 

・その他回収 

 北清掃センター持込み 482ｔ、自治会主催の拠点 12ｔ、市民清掃 157ｔ、市

施設 531ｔ、事業系 2,519ｔの回収を行った。 

緑ごみは再資源化施設においてバイオマス燃料としてリサイクルした。 

 

 

評 

価 

市内で発生した緑ごみ 4,029ｔをバイオマス燃料として資源化することがで

きた。 
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資源を大切に暮らすまちづくり 

古紙回収拠点の拡大と実施日時の情報提供 

目 

的 

ごみの減量化、リサイクルの推進による持続可能な循環型都市づくりを推進す

るため、古紙・古着の回収を積極的に推進する。 

事 

業 

内 

容 

資源集団回収の奨励 

平成 2 年度から奨励金制度を開始し、令和 5 年度は 1kg あたり 10 円の奨励

をした。令和 5 年度の登録団体は 71 団体で、850ｔの古紙・古着を回収した。 

 

古紙拠点回収の推進 

公共施設 20 箇所、協力団体 6 箇所、協力店 7 箇所、回収業者 2 箇所、計 35

箇所の古紙回収ステーションで実施し、786ｔの古紙・古着を回収した。 

 

古紙回収ステーションにおける回収量推移 

（単位：トン） 

 

行

行政回収 

川島地区で年 10 回古紙・古着の行政回収を行い、30ｔ回収した。 

評 

価 

令和 5 年度の古紙・古着の回収量は、1,666ｔであり、令和 4 年度比 15.47％

減であった。 

特に拠点回収量と行政回収量が年々減少しており、これは民間の回収ステー

ションの利用や、電子化によるペーパーレスなどライフスタイルの変化による

紙類の減少も要因として考えられる。 
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